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1. はじめに 

使用済燃料ピット（以下「SFP」という。）未臨界性評価における水分条件である気相部水密

度の算出に必要な放水中液滴の落下速度については、スプレイヘッダ及び放水砲による放水の

液滴径より計算している。今回評価では、スプレイヘッダ実機を使用した試験により取得した

液滴データを踏まえた値を、放水砲由来の液滴にも設定することとしている。本資料では、ス

プレイヘッダ実機を用い実施した液滴径計測試験について、及び試験結果を踏まえた基本ケー

ス条件及び不確かさを考慮した条件の設定について説明する。 

 

2. スプレイヘッダ実機を用いた液滴径取得試験 

2.1 試験目的 

気相部水密度の算出式(Q/A･V)[g/cm３]（Q：流量[g/s] A：面積[cm２] V：液滴下降速度

[cm/s])により評価するが、液滴の下降速度を算出するには放水中の液滴径が必要となる

ことから、スプレイヘッダ実機を用いた試験によりスプレイ時の液滴径データを取得する。 

 

2.2 試験方法 

第1図に示すように、SFP類似設備にてスプレイヘッダにより放水を行い、燃料ラック頂

部高さ相当位置での液滴径を測定した。測定点の配置（平面図）を第2図に示す。 

スプレイ時の液滴を、シリコンオイルで満たされた容器に捕獲し、シリコンオイル表面

に浮かんだ液滴を画像処理によりサンプリングし、液滴径分布を取得した。液滴捕獲装置

の概要を第3図に示す。 

流量等の諸条件は、スプレイ設備の運用を踏まえ第1表に示すとおり設定した。また、本

試験は計2回行った。 

第1表 試験条件 

使用設備 
スプレイヘッダ 

可搬型消防ポンプ 

流量等  

水 水道水（常温） 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第1図 液滴径測定試験 試験体系及び試験の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2図 液滴径分布測定位置（平面図） 

 

 

第3図 液滴捕獲装置の概要及び取得液滴の様子 

1200mm   600mm 

放水状況 

5m 

5m 

[mm] 
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3. 試験結果及び考察 

3.1 試験結果 

2回の試験で得られた液滴径ごとの個数割合をグラフにしたものを第4-1図及び第4-2図

に示す。使用済燃料ラック上部におけるスプレイ水は、液滴径0.2～0.4mmの液滴が個数と

しては支配的であり、液滴径が大きくなるにつれ、徐々に個数が減少していく傾向にある。 
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測定点① 

 

 

測定点② 

 

 

第4-1図(1/4) 液滴体積分率の取得結果（1回目） 

 

 

 

 

 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0
.0

5

0
.2

5

0
.4

5

0
.6

5

0
.8

5

1
.0

5

1
.2

5

1
.4

5

1
.6

5

1
.8

5

2
.0

5

2
.2

5

2
.4

5

2
.6

5

2
.8

5

3
.0

5

3
.2

5

3
.4

5

3
.6

5

3
.8

5

4
.0

5

4
.2

5

4
.4

5

4
.6

5

4
.8

5

頻
度

割
合

液滴径[mm]

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0
.0

5

0
.2

5

0
.4

5

0
.6

5

0
.8

5

1
.0

5

1
.2

5

1
.4

5

1
.6

5

1
.8

5

2
.0

5

2
.2

5

2
.4

5

2
.6

5

2
.8

5

3
.0

5

3
.2

5

3
.4

5

3
.6

5

3
.8

5

4
.0

5

4
.2

5

4
.4

5

4
.6

5

4
.8

5

頻
度

割
合

液滴径[mm]



 

 - 別添4-5 - 

 

測定点③ 

 

 

測定点④ 

 

 

第4-1図(2/4) 液滴体積分率の取得結果（1回目） 
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測定点⑤ 

 

 

測定点⑥ 

 

 

第4-1図(3/4) 液滴体積分率の取得結果（1回目） 

 

 

 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0
.0

5

0
.2

5

0
.4

5

0
.6

5

0
.8

5

1
.0

5

1
.2

5

1
.4

5

1
.6

5

1
.8

5

2
.0

5

2
.2

5

2
.4

5

2
.6

5

2
.8

5

3
.0

5

3
.2

5

3
.4

5

3
.6

5

3
.8

5

4
.0

5

4
.2

5

4
.4

5

4
.6

5

4
.8

5

頻
度

割
合

液滴径[mm]

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0
.0

5

0
.2

5

0
.4

5

0
.6

5

0
.8

5

1
.0

5

1
.2

5

1
.4

5

1
.6

5

1
.8

5

2
.0

5

2
.2

5

2
.4

5

2
.6

5

2
.8

5

3
.0

5

3
.2

5

3
.4

5

3
.6

5

3
.8

5

4
.0

5

4
.2

5

4
.4

5

4
.6

5

4
.8

5

頻
度

割
合

液滴径[mm]



 

 - 別添4-7 - 

 

測定点⑦ 

 

 

測定点⑧ 

 

 

第4-1図(4/4) 液滴体積分率の取得結果（1回目） 

 

 

 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0
.0

5

0
.2

5

0
.4

5

0
.6

5

0
.8

5

1
.0

5

1
.2

5

1
.4

5

1
.6

5

1
.8

5

2
.0

5

2
.2

5

2
.4

5

2
.6

5

2
.8

5

3
.0

5

3
.2

5

3
.4

5

3
.6

5

3
.8

5

4
.0

5

4
.2

5

4
.4

5

4
.6

5

4
.8

5

頻
度

割
合

液滴径[mm]

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0
.0

5

0
.2

5

0
.4

5

0
.6

5

0
.8

5

1
.0

5

1
.2

5

1
.4

5

1
.6

5

1
.8

5

2
.0

5

2
.2

5

2
.4

5

2
.6

5

2
.8

5

3
.0

5

3
.2

5

3
.4

5

3
.6

5

3
.8

5

4
.0

5

4
.2

5

4
.4

5

4
.6

5

4
.8

5

頻
度

割
合

液滴径[mm]



 

 - 別添4-8 - 

 

測定点① 

 

 

測定点② 

 

 

第4-2図(1/4) 液滴体積分率の取得結果（2回目） 
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測定点③ 

 

 

測定点④ 

 

 

第4-2図(2/4) 液滴体積分率の取得結果（2回目） 
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測定点⑤ 

 

 

測定点⑥ 

 

 

第4-2図(3/4) 液滴体積分率の取得結果（2回目） 
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測定点⑦ 

 

 

測定点⑧ 

 

 

第4-2図(4/4) 液滴体積分率の取得結果（2回目） 
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3.2 試験結果の考察 

第4-1図及び第4-2図に示す試験データ（第1回目と第2回目）の試験結果より、試験ごと

に8点計測したすべての計測点において、数百個以上取得された液滴の個数割合分布が0.2

～0.4mmで支配的となっていることから、試験回数を増やしたとしても液滴個数割合の分

布形状は大きく変わることはなく、また測定点以外の箇所であっても同様の液滴径の分布

をとることが推定される。 

液滴や周囲の気体の流れは、流量等の試験条件が一定であっても変動を伴うことから、

結果として生じる液滴径にはばらつきが生じる。加えて、実際のスプレイでは飛程のなか

で衝突/分裂等も生じ、これらもばらつきの要因となる。 

本試験では、上記のばらつきの分布を把握できるように各計測点においてそれぞれ数百

個以上の液滴を計測した。これら多数のデータについて正規確率プロット（詳細は以下参

照）を用いて正規性の確認を行ったところ、各計測点とも対数正規分布に近い液滴径分布

を得た。計測結果に正規性があるということは、一般に自然現象としてのばらつきを再現

したサンプリングと捉えることができる。 

なお、既往の研究にて、ノズルから噴出された水が液滴に微粒化するまでの過程を確率

的にモデル化した場合の粒径分布が対数正規分布で近似され、実際に測定した粒径分布と

も良好に一致すること１、種々のスプリンクラースプレイノズルを用いた試験で取得した

粒径分布が対数正規分布で近似されたことが知られて２おり、これらからも、各測定点で

の個数分布割合が対数正規性を有していた今回試験結果は妥当と考えられる。 

また、試験データがスプレイヘッダの液滴の特徴を代表した液滴データを取得できてい

るかを確認するため、全測定点のデータを合算したもの（第5図）と、放水方向の直線上に

位置する点のうち放水分布図の中心付近に位置し計測点を代表していると考えられる⑤

点（第1回試験及び第2回試験）について、個数割合取得結果に対する検定を有意水準5％

として実施した。検定に当たっては各測定点での個数分布割合には対数正規性があること

を踏まえ、個数割合を対数変換し、F検定により等分散性を確認したうえで、「等分散を仮

定したt検定」を実施した。 

結果を第2表及び第3表に示すが、2群間の分散及び平均に差が無いとする仮説を棄却し

ない結果となった。つまり平易には、全測定点のデータを合算し得られる液滴個数分布は

95％の確率でスプレイヘッダ実機によるスプレイ時の液滴個数分布に等しいと言える。よ

って、試験で取得した液滴個数割合は、スプレイヘッダの液滴の特徴を代表できていると

言える。 
                                                                                                                                              

１ 松本史朗、高島洋一、スプレーの粒径分布：化学工学第 33 巻第 4 号（1969） 
２ Spray Characteristics of Fire Sprinklers(NIST GCR 02-838)：David Thomas Sheppard, Northwestern University(2002) 
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第5図 液滴径ごとの個数分布(全測定点データ合算) 
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第2表 ⑤点と全測定点データ合算値に対するF検定 

 

帰無仮説H0：2群間の分散に差がない（等分散である） 

対立仮説H1：2群間の分散に差がある（等分散ではない） 

検定対象 第1回⑤ 全測定データ 

分散 0.001703 0.001531 

自由度 41 48 

F値 1.1123 

P値 0.3594 

棄却域の境界値 1.6395 

判定 P＞0.05より、帰無仮説H0は棄却されない 

 

検定対象 第2回⑤ 全測定データ 

分散 0.001867 0.001531 

自由度 48 48 

F値 1.219 

P値 0.2476 

棄却域の境界値 1.615 

判定 P値＞0.05より、帰無仮説H0は棄却されない 

 

＜第2表に関する説明＞ 

二つのサンプルにおいてカイ二乗変数に従う変数の比は「F分布」に従う。F値とは二つのサン

プルの分散の比であり、F検定ではF値を、F分布において上側確率が有意水準0.05となる数値（棄

却域との境界値。以下「F0.05値」という。）と比較する。F値＞F0.05値である場合、F値は棄却域に

入るため有意水準5％で有意であり、帰無仮説を棄却して対立仮説を採択する。反対にF値＜F0.05値

であれば、帰無仮説は棄却されない。 

P値は、帰無仮説が正しいという仮定のもと、今回得られた値が偶然ではないとする確率のこと

であり、F分布におけるF0.05値に対する外側確率である。P値が有意水準0.05よりも小さい場合、得

られた値は偶然ではないという確率は小さいと判断し、帰無仮説を棄却し対立仮説を採択する。

反対にP値が0.05より大きい場合、帰無仮説は棄却されない。 

今回検定の結果、F値＜F0.05値（P値＞0.05）であったため、全測定点のデータを合算し得られる

個数割合の分布（第5図）と、計測点を代表していると考えられる⑤点での個数割合の分布という

2群のデータについて、F値は棄却域に入らないことから、それぞれの分散に差があるとは言えな

い、という結果となった。 
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第3表 ⑤点と全測定点データ合算値に対するt検定 

 

帰無仮説H0：2群間の平均に差が無い 

対立仮説H1：2群間の平均に差がある 

検定対象 第1回⑤ 全測定データ 

自由度 89 

t値 0.3846 

P値（両側） 0.7014 

棄却域の境界値

（両側） 
1.9870 

判定 P＞0.05より、帰無仮説H0は棄却されない 

 

検定対象 第2回⑤ 全測定データ 

自由度 96 

t値 -0.0215 

P値（両側） 0.9829 

棄却域の境界値

（両側） 
1.9850 

判定 P＞0.05より、帰無仮説H0は棄却されない 

 

＜第3表に関する説明＞ 

t値は平均値や自由度に基づく関数である。これは確率密度関数である「t分布」に従うもので

あり、t検定ではt値を、t分布において外側確率が有意水準0.05となるtの値（棄却域の境界値。以

下「t0.05値」という。）と比較する。|t値|＞t0.05である場合、t値は棄却域に入るため有意水準5％

で有意であり、帰無仮説を棄却し対立仮説を採択する。反対に、|t値|＜t0.05である場合、帰無仮

説は棄却されない。 

P値はF検定と同様に、t分布におけるt値に対する外側確率である。P値が有意水準0.05よりも小

さい場合、得られた値は偶然ではないという確率は小さいと判断し、帰無仮説を棄却し対立仮説

を採択する。反対にP値が0.05より大きい場合、帰無仮説は棄却されない。 

今回検定の結果、|t値|＜t0.05（P値＞0.05）であったため、全測定点のデータを合算し得られる

個数割合の分布（第5図）と、計測点を代表していると考えられる⑤点での個数割合の分布という

2群のデータについて、ｔ値は棄却域に入らないことから、それぞれの平均に差があるとは言えな

い、という結果となった。
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＜正規確率プロットについて＞ 

データが正規分布しているかどうかを目視判断するための手法であり、測定値を累積度数分率

で整理し、そのプロットが直線状に並べば正規性有りと判断できる。 

具体的には、取得されたデータについて累積比率（確率Pi）を求め、Piに対して正規分布の累積

分布関数の逆関数を用いて求めた値をプロットし、正規分布なら直線、対数正規分布なら片対数

グラフ上の直線に沿うかどうかを判断するものである。 

この意味は、標準正規分布に従うxに対応する累積比率（確率Pi）を求める関数を逆算している

もので、測定値が正規分布に従うならば散布図を描くと直線状にプロットされることとなる。す

なわち、正規性が無い＝正規分布に沿わない＝直線から外れるとして、目視にて正規性の有無を

確認できる。 

本試験結果の正規確率プロットを第6-1図及び第6-2図に示す。横軸に対数をとるとプロット結

果は全点で概ね直線状となることから、本計測結果は対数正規分布に従うと判断できる。 
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第6-1図 対数正規確率プロット（第1回試験 測定点①～④） 
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第6-2図 対数正規確率プロット（第1回試験 測定点⑤～⑧）
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4. 液滴径の基本ケース条件の設定 

3.2での検討より、各測定点のデータにおいて自然現象のばらつきを示す正規性を有する分

布であることが得られたことから、基本ケース条件の設定に当たっては全測定データを合算す

ることにより液滴径を評価する。全測定点の合算データについては、全計測点を代表している

と考えられる放水方向の直線上に位置する点（点⑤）との比較検定において有意な差が見られ

ないことから、スプレイヘッダの特徴を代表するデータであり、基本ケースの条件として妥当

であると言える。 

第5図にて得られた個数分布に対し液滴径ごとの体積を乗じた体積分率で整理した結果、体

積分率50％出現値は第7図のとおり1.65～1.75mmとなった。液滴径が小さいほうが、液滴下降

速度が小さく気中に液滴が滞在する時間は長くなり、気相部水密度は大きくなることから、基

本ケース条件はより小さい液滴径1.5mmを設定する。 

 

5. 液滴径の不確かさを考慮した条件の設定 

不確かさを考慮した条件としては、第7図に示す体積分率における両側5％を切り捨てた際の

下限値、すなわち体積分率2.5％出現値（0.4mm～0.45mm）を踏まえ、0.4mmを設定する。 

なお放水される流量の大部分は、スプレイヘッダではなく放水砲が占めることとなるが、放

水砲由来の放水を特徴づける液滴径は2.9mm（文献※1）とされており、スプレイヘッダの液滴径

を放水砲由来の液滴に適用することは大幅な保守性を有することになる。 

 

第7図 液滴径ごとの体積分率 

 

※1：宮下達也、石油タンク火災消火時における大容量放水及び泡放射軌跡の予測モデルの構築（2014） 

 

以 上 

基本ケース条件 

不確かさを考慮した条件 

1.65～1.75mm 

⇒1.5mm を設定 

0.4～0.45mm 

⇒0.4mm を設定 

0.025 
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液滴下降速度の算出について 
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1. はじめに 

使用済燃料ピット（以下「SFP」という。）未臨界性評価における水分条件である気相部水密

度の算出に必要な液滴の落下速度について、基本ケース条件としては液滴径を1.5mmとした場

合の下降速度を、不確かさ影響を考慮した条件としては液滴径を0.4mmとした場合の下降速度

を、それぞれ使用することとした。本資料では、液滴径を用いた下降速度算出方法の詳細につ

いて述べる。 

 

2. 液滴下降速度の算出方法 

液滴下降速度vは、使用済燃料ピットラック上面を通過する液滴について、ラック頂部高さ

相当位置まで落下していることから個々の液滴が終端速度に達していると仮定し、液滴径によ

り決まる終端速度を算出する。 

自由落下する液滴の終端速度viは重力と空気抵抗が釣り合う速度として式(1)により求めら

れる。 

  

  
dair

iairwater
i

iiii

iiairdiairwater

C
gdv

dAdV

AvCgV

 
  

  

   

 
  

 
 
 

  
 

 

  

  

3
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2
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2

 (1) 

 

上記の式におけるパラメータの定義は以下のとおりである。 

 

 vi : 液滴の終端速度（m/s） 

 ρwater : 液滴の密度（kg/m３） 

 ρair : 空気密度（kg/m３） 

 Vi : 液滴体積（m３） 

 Ai : 液滴断面積（m２） 

g : 重力加速度（m/s２） 

 di : 液滴径（m） 

 Cd : 抗力係数（－） 

 

Cdは、第1図に示す球体に対する実験結果から求められる経験式として式(2)で与えられる。 
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ここで、レイノルズ数は空気の動粘性係数νを用いてRe=vidi/νで表される。抗力係数はレ

イノルズ数が小さい領域で、レイノルズ数すなわち終端速度に依存することから、式(1)の式

において抗力係数の導出に用いる速度が計算結果の終端速度と一致するよう繰り返し計算を

行う。 

 

第1図 球体に対する抗力係数１ 

 

 

 

 

1 機械工学便覧 A5 流体工学（新版） 
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3. 液滴下降速度算出結果 

液滴径が1.5mm、0.4mmである場合の液滴下降速度を、算出に使用した各物性値とともに第1

表に示す。なお、下降速度は1の位を保守的に切り下げた値を使用する。 

 

第1表 下降速度算出条件及び算出結果 

ρwater 998.2 [kg/m３］ 

ρair 1.166 [kg/m３］ 

ν 1.56×10－５ [m２/s] 

g 9.807 [m/s２］ 

di 1.0×10－３ [m] 

Cd 0.7279 [－] 

液滴（1.5mm）の 

下降速度 
530 [cm/s] 

液滴（0.4mm）の 

下降速度 
160 [cm/s] 

 

なお、実際のスプレイ時におけるSFP内環境は高温条件下であると考えるが、第1表中の物性

値は常温（20℃）の値を用いている。第1表の物性値のうち、温度の影響を受けるものはν、ρ

water及びρairであるが、式(1)より下降速度への温度影響が大きいν、ρairについては、温度が

高いほど値は小さくなる傾向をもつ。ν、ρairのどちらも値が小さいほど液滴下降速度が大き

くなる。また、スプレイ時には高温であるSFP内に低温の液滴が落下することから、空気は高

温状態、液滴は低温状態となるが、その状態を考慮し物性値を設定した場合、式(1)より物性

値の変化は下降速度をより大きくする方向である。 

以上より、水密度を大きく算出するという観点から常温（20℃）の物性値を用いることは妥

当である。 

また、実際のスプレイ時は海水を用いるが、下降速度算出の際は純水の物性値を使用してい

る。第1表の物性値のうち、液体の種類により変化する物性値はρwaterであるが、ρwaterは純水

のほうが海水より小さいことから、より下降速度を小さくし水密度を高く算出する観点から純

水の物性値を使用している。 

     

 

以 上 
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流量条件に対する使用済燃料ピットの未臨界性上の頑健性について 
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1. はじめに 

最適評価手法を適用した今回の評価結果が有する未臨界性上の頑健性を確認するため、基本

ケース条件に対して流量条件を過大に設定した解析を行った。 

 

2. 頑健性確認結果 

解析条件を第1表に、結果を第1図に示す。 

これによると、使用済燃料ピットの冷却と放射性物質の拡散抑制のための設備と手順から求

めた基本ケースの流量条件（放水砲１台ベース）に対して、高浜発電所に配備している放水砲

全台（予備を含め5台）を使用した場合の流量をさらに上回る7,000m３/h※においても、実効増

倍率は基本ケースと同じく水位低下に伴い単調に減少する挙動を示し、未臨界性を満足する結

果が得られたことから、今回の流量条件は未臨界性上の十分な頑健性を有している。 

   

※福島第一原子力発電所事故での対応において、SFPに向け放水・注水された流量は、最大で

も500m３/h以下である。 

（東京電力株式会社「福島原子力事故調査報告書」(平成24年6月)より） 
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第1表 評価条件（流量に対するパラメータスタディ） 
 基本ケース 未臨界性上の 

頑健性確認解析 
燃
料
条
件 

燃料配置 新燃料のみで満杯 ← 
燃料種類 通常ウラン燃料 

（Gd入り燃料の存在は考慮しない） ← 

水
分
条
件 

流量 _____ (m３/h) 7,000 (m３/h) 
SFPへの流入範囲、流量分布 流入範囲 SFP全面 ← 

流量分布 一様 ← 
燃料集合体内への流入割合 23 (％) ← 

液膜厚さ 
燃料集合体内へ流入した流量 

のうち液膜となる流量割合 100 (％) ← 
液膜厚さ評価式 包絡式 ← 

気相部 
水密度 

(放水の 
液滴径等) 

流
入
範
囲
内 

燃料集合体内へ流入した流量のうち 

液滴のまま落下する流量割合 0 (％) ← 
燃料集合体内 飽和蒸気密度 0.0006 (g/cm３) ← 
燃料集合体外 液滴径1.5mmを用いた水密度 ← 
流入範囲外 － － 

海水中の塩分濃度 0 (％) ← 
 

 

 
 

第1図 流量パラメータスタディ結果 

 

 

以 上 
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1. はじめに 

本資料は、高浜１，２号機 設計及び工事計画認可申請（使用済燃料ピットの未臨界性評価

の変更）において使用した解析コードの解析手法等について説明するものである。 
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2. SCALE Ver.6.0の解析手法について 

(1) 一般事項 

SCALEは、米国オークリッジ国立研究所（ORNL）により米国原子力規制委員会

（NRC）の原子力関連許認可評価用に作成された公開コードシステムであり、臨

界計算コードが整備されている。本解析では臨界計算のCSAS6モジュールを用い、

モンテカルロ法に基づく3次元輸送計算コードとしてKENO-Ⅵ、断面積ライブラリ

は、ENDF/B-Ⅶベースの238群ライブラリを使用している。 

 

(2) 解析コードの特徴 

・米国NRCにより認証された標準解析コードであり、国内外の臨界解析の分野で

幅広く使用されている。 

・燃料及び構造材の材質組成と幾何形状を与えることにより、断面積作成から実

効増倍率評価まで一連の解析を実行できる。 

・3次元輸送計算コードであり、複雑な幾何形状における臨界計算が可能である。 

 

(3) 断面積ライブラリの特徴 

・断面積ライブラリはSCALE Ver.6.0の内蔵ライブラリデータのうち、ENDF/B-

Ⅶベースの238群ライブラリを使用している。 

・ENDF/B-Ⅶは、米国及びカナダの国立研究所、産業界、及び大学が構成する

CSEWG（Cross Section Evaluation Working Group、断面積評価ワーキンググル

ープ）により作成された断面積ライブラリであり、ENDF/B-Ⅵを基にIAEAと

OECD/NEA に よ る ワ ー キ ン グ 委 員 会 で あ る WPEC （ Working Party on 

International Nuclear Data Evaluation Co-operation）によって開発された

H、Li6、B10、Auの断面積データを新たに登録する等の更新がなされている。断

面積ライブラリについては、JAEA-Data/Code2017-006(JENDL 開発のための軽水

炉ベンチマークに関するデータ集の整備)の臨界実験データを用いて国内の最新

断面積ライブラリであるJENDL4とENDF-B/Ⅶの比較を行っており、ライブラリ間

の計算誤差の差が小さいことを確認している。 

 

(4) 解析手法 

本解析で用いた臨界計算のCSAS6モジュールについて、以下に示す。 

a. BONAMI 

BONAMIコードは、バックグラウンド断面積と領域の温度から自己遮蔽因子を

内挿し、多群実効断面積を作成する。BONAMIコードは、非分離共鳴エネルギー
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領域に適用する。作成された多群実効断面積は、CENTRMコードにおける中性子

スペクトル計算に使用される。 

 

b. CENTRM 

CENTRMコードは、セル形状をモデル化して、連続エネルギーの中性子スペク

トルを求める。CENTRMコードは、分離共鳴エネルギー領域に適用する。 

 

c. PMC 

PMCコードは、CENTRMコードにより作成された連続エネルギーの中性子スペク

トルを用いて、連続エネルギーの断面積を多群に縮約し、分離共鳴エネルギー

領域の多群実効断面積を作成し、BONAMIで評価された非分離共鳴エネルギー領

域の多群実効断面積と組み合わせる。 

 

d. KENO-Ⅵ 

KENO-ⅥはORNLで開発された多群モンテカルロ臨界計算コードであり、複雑な

体系の中性子増倍率の計算を行うことができる。 

本コードでは、体系内の一つ一つの中性子の振舞いを追跡し、核分裂によっ

て発生する中性子数F、吸収されて消滅する中性子数 A 、体系から漏えいする

中性子数Lを評価し、次式により実効増倍率 effk を算出する。 

LA
Fk eff  
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(5) 解析フローチャート 

本解析コードの解析フローチャートを第1図に示す。 

なお、今回の解析で使用するSCALE Ver.6.0の機能は、臨界計算であるため、

第1図の解析フローチャートは、臨界計算のCSAS6モジュールについて記載してい

る。 

 

 

第1図 解析フローチャート 

 

 

  

断面積ライブラリ 

幾何形状、境界条件 

実効増倍率 

KENO(臨界計算) 

BONAMI 

CENTRM 

PMC 

(共鳴処理) 

原子個数密度 

（形状条件） （物性条件）
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(6) 検証(Verification)及び妥当性確認(Validation) 

OECD/NEAによりまとめられた臨界実験ベンチマーク集とのベンチマーク解析に

よりSCALE Ver.6.0の適用検証及び妥当性確認を実施し、本解析コードを使用済

燃料貯蔵設備の未臨界性評価へ適用することについて評価を行った。 

 

a. 検証(Verification) 

コードに付属のサンプル問題を実行し、解析解があらかじめ準備された参照

解を再現することを確認した。また、本解析コードの運用環境について、開発

機関から提示された要件を満足していることを確認した。 

 

b. 妥当性確認(Validation) 

OECD/NEAによりまとめられた臨界実験ベンチマーク集(｢INTERNATIONAL 

HANDBOOK OF EVALUATED CRITICALITY SAFETY BENCHMARK EXPERIMENTS 」

September 2010 Edition(OECD/NEA))に登録されている臨界実験から選定した

___ケース（「MOX燃料を使用（FPなし）した実験__ケース」＋「ウラン燃料を

使用（FPなし）した実験___ケース」＋「FPを含む実験__ケース」＋「水位低下

時のEALFに相当する実験_ケース」）のベンチマーク解析（以下「ベンチマーク

解析」という）を実施した。ベンチマーク解析を行うに当たっては、国内PWRの

燃料貯蔵設備及び燃料仕様のパラメータ範囲を包含する範囲を整理し、臨界実

験を選定した。臨界実験の選定結果を第1表に示す。 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第1表 選定したパラメータ範囲（製作公差を含まない） 

項目 単位 

燃料貯蔵設備 

及び燃料仕様の 

パラメータ範囲 

選定した臨界実験の 

パラメータ範囲 

MIN MAX MIN MAX 

燃 

料 

ウラン燃料 
235U濃縮度 

wt％ 1.60  4.80    

MOX燃料 

Pu含有率 
wt％ 5.5 10.9   

燃料材径 mm 8.19 9.29   

燃料要素径 mm 9.5 10.72   

被覆材 

材質 
－ ジルコニウム合金  

燃料要素ピッチ mm 12.6 14.3   

燃料体内の減速材

体積/燃料体積 
－ 1.88 2.00   

燃料要素 

配列条件 
－ 正方配列  

体系条件 － 燃料体配列体系  

減 

速 

材 

減速材 － 無／軽水  

減速材密度 g/cm３ 0 約1.0   

減速材中の 

ほう素濃度 
ppm 0 4,400以上   

ラ 

ッ 

ク 

ラック 

材質 
－ 無／SUS／B-SUS  

SUS製ラックの 

ほう素添加量 
wt％ 0 1.05    

反 

射 

体 

反射体 

材質 
－ 

軽水 

／コンクリート 
 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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c. 使用済燃料貯蔵設備の未臨界性評価への適用性確認 

ベンチマーク解析結果と臨界実験の実効増倍率は概ね一致しており、第2図の

とおりその差は正規性を有することを確認している。また、選定した臨界実験

には、部分水位で臨界となるケースも含まれており、気相と液相の境界につい

ても適切に取り扱うことができると言える。 

ベンチマーク解析の対象となる臨界実験の選定において重要なパラメータは、

体系に含まれる「物質（燃料、構造材（吸収材含む）、減速材等）」、その

「形状」、及び「中性子エネルギー」であり、ベンチマーク解析では第1表に示

すとおり燃料貯蔵設備仕様及び燃料仕様等を踏まえ臨界実験を選定している。

これらのパラメータのうち、中性子スペクトルの特性を表す指標であるEALF

（Energy corresponding to the Average neutron Lethargy causing Fission：

核分裂に寄与する中性子平均エネルギー）について、妥当性確認に選定したベ

ンチマーク解析___ケースのEALFとC/E（C：計算値とE：測定値の比）の関係を

第3図に示す。臨界実験ベンチマークには、部分水位で臨界となった臨界実験及

び1.0g/cm3よりも低い水密度での臨界実験（第2表参照）が含まれており、平均

C/Eは１.0近傍であり、特異な傾向はみられない。また、気相部による実効増倍

率への寄与が支配的になる水位200mm程度のEALF（約7eV）に相当する臨界実験

を含む範囲において、C/Eは1近傍で特異な傾向はみられないことから、冠水か

ら水位200mmまでの範囲において本解析コードを適用することは妥当である。 

 

d. 極低水位における解析結果の妥当性 

水位0～200mmの範囲について解析した結果、水位の低下に応じて実効増倍率

が単調減少する結果が得られた。補足説明資料 別添２「解析結果の妥当性確認

について」に示す通り、類似解析として示す水密度を一様に変化させた場合の

実効増倍率は水密度約0.1g/cm３で最大値をとり、その後水密度が小さくなるに

伴い低下していく推移を示す。基本ケースの水位0mmの状態の水分条件を空間平

均水密度に換算した場合の結果は概ねこの推移上に位置しており、この水密度

では冠水状態（水密度1.0g/cm）と比較して実効増倍率が小さいことを確認した。

加えて、補足説明資料 別添６「流量条件に対する使用済燃料ピットの未臨界性

上の頑健性について」に示す通り、7000m３/hまで流入流量を増加させた場合に

おいても中性子最適減速状態は発現していないことから、今回の水分条件にお

いては解析結果と同様に水位200mm以下の領域においても水位が低下するに伴い

単調減少傾向が継続し未臨界を維持することは確認できたため、当該範囲にお

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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ける解析コードの精度を必要としなくなるので、適用妥当性確認をしていなか

ったとしても問題はない。 

 

e. 計算コードの不確定性 

ベンチマーク解析により得られた実効増倍率及び標準偏差並びに各実験の実

効増倍率測定値及び実験誤差を用いて、ラック体系の未臨界性評価に用いる

SCALE Ver.6.0システムの平均誤差(1- ck )及び不確かさ( ck )を導出した結果

を第3表に示す。 

臨界計算に考慮すべき平均誤差及びその不確かさは、本評価体系の燃料要素

に着目し、ウラン燃料を使用（FPなし）した臨界実験のベンチマーク解析結果

より算出した値を計算コードの不確定性として考慮する。 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 



 - 別添7-9 - 

 

第2表 低水密度状態の臨界実験リスト 

臨界実験 減速材密度 ケース数 

   

   

   

 

 

 

第3表 SCALE Ver.6.0システムの平均誤差及び不確かさ 

条

件 

計算コード 

SCALE Ver.6.0 

システム 

（KENO-Ⅵ） 

断面積ライブラリ 
ENDF/B-Ⅶ 

238群 

対象燃料 
ウラン燃料 

(FPなし) 

ベンチマークケース数  

評

価 

結

果 

平均誤差(1- ck ) 0.0007 

 

加重平均実効増倍率

( effk ) 
 

不確かさ( Pc SUk    ) 0.0065 

 信頼係数(U )*1  

 effk の不確かさ ( PS )  

※1 ベンチマーク解析ケース数に対する95%信頼度・95%確率での信頼係数 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第2図 Δkに対するヒストグラム 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第3図 選定したベンチマーク実験のEALFとC/Eの関係 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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（参考１）第2表に示す臨界実験の概要 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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（参考２）計算コードの不確かさの算出方法 
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別紙１１ 表 本設計及び工事の計画の補正申請のうち核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施

設（１）基本設計方針 抜粋 
別紙１２ 補正申請書「資料３ 設計及び工事設計及び工事に係る品質マネジメントシス

テムに関する説明書」の見直しについて 
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1．はじめに 

本書は、２０２２年１２月２３日に申請した設計及び工事計画認可申請書、及び２０２３年６月

１３日に申請した補正申請書の記載内容について補足するものである。 

 
2．申請書記載内容に関する補足 

（１）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針のうち、「表１ 核燃料物質の取扱施設及

び貯蔵施設の主要設備リスト」について 

  a.申請時の考え方 

    過去の申請では主要設備リストに申請対象設備が存在するものの記載内容に変更がない

場合は申請対象設備のみを抜粋し、新旧比較の形式で変更なしの旨を記載していた。（別紙

１参照） 

一方で、本申請は、機器等の実物の変更を伴わない基本設計方針の変更、具体的には臨界

防止の管理に係る記載事項の変更に関する申請であり、当該リストに申請対象設備が存在せ

ず、当該リストの記載内容に変更がないため添付しなかった。 

 

  b.記載の適正化 

当該リストに該当する設備が存在しないことから改めて添付することはしないが、当該リ

ストの引用箇所に「本設計及び工事の計画の申請に伴う変更がない」旨の注釈を付し変更が

ないことを明確化する。（別紙２参照） 

 

  （２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針のうち、臨界防止の設計条件等の記載に

ついて 

   ①臨界防止の設計条件の記載箇所について 

   a.申請時の考え方 

 臨界防止の設計条件については、記載として最初に登場する重大事故等対処設備に係る説   

明箇所に記載していた。また、本申請に当たっては、既認可の工事計画の記載に対して、設

計方針等が変更となる箇所のみを修正していた。 

 

b. 記載の適正化 

既工事計画の記載から構成を見直し、臨界防止の設計条件を前段にまとめて記載する。

（別紙３参照） 

    

   ② 26 条に対する記載と 69条１項に対する記載が異なることについて 

    a.申請時の考え方 

第 26 条(設計基準対象施設)では、「通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料を取り

扱う設備」を対象としており、設置変更許可申請（添付資料八）及び既工事計画の記載を踏

襲し、使用済燃料ピットはほう酸水で満たされているが、「設備容量分の燃料収容時に純水

で満たされた場合を想定しても」という記載としている（別紙４参照）。 
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一方、第 69 条第 1 項（重大事故等対処設備：想定事故１）については「使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因

により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」を対象としていることから、新規制基

準を適用した設置変更許可申請（添付資料八）及び既工事計画の記載を踏襲し、「実効増倍

率が最も高くなる純水冠水状態においても」という記載としている（別紙４参照）。 

 

b. 記載の適正化 

既工事計画の記載から変更しない。 

 

   ③ 69 条 1 項に対する臨界防止設計条件の記載箇所に具体的な設備を記載することについて 

    a.申請時の考え方 

既工事計画にならって臨界防止設計条件の中で具体的な個別設備を引用して記載してい

た。 

 

   b.記載の適正化 

 既工事計画の記載から変更しない。 

 

（３）「資料２ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達し

ないことに関する説明書」の別添・別紙の構成について 

   a.申請時の考え方 

設置変更許可申請時の審査資料との整合を勘案した資料構成としていた。 

 

   b.記載の適正化 

既工事計画の申請書との整合を勘案し、資料構成を変更する。（別紙５参照） 

 

（４）「資料２ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達し

ないことに関する説明書」における解析条件の記載について 

   a.申請時の考え方 

設置許可添付資料八に記載の解析条件については、本申請の添付資料２の別添１にパラメ

ータごとに分散して記載していた。 

 

   b.記載の適正化 

設置許可添付資料八に記載の解析条件については、本申請の添付資料２の本文に集約して

記載するとともに、それと整合するようその他の記載を見直す。（別紙６参照） 

 

 

（５）「不確かさ」、「不確定性」の定義について 

   a.申請時の考え方 
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用語の定義について特に記載していなかった。 

 

   b.記載の適正化 

用語の使い分けをより明確化する観点から、用語の定義について記載する。（別紙６参照） 

 

（６）資料２（２）a.計算体系の「燃料有効長上部は低水密度状態においても」という記載につい

て 

  a.申請時の考え方 

    既工事計画の申請書の記載を踏襲していた。 

 

  b.記載の適正化の考え方 

   今回の申請内容を踏まえて、記載を適正化する。（別紙６参照） 

 

（７）資料２ ２．（２）c.計算条件 (e) 液相部の水密度に係る記載について 

  a.申請時の考え方 

    決定した条件のみ記載し、詳細は設工認申請書の資料２「臨界に達しないことに関する説明

書」別添１「大規模漏えい時の未臨界性評価手法について」の「２．評価モデルの考え方」に

考え方について記載していた。 

 

  b.記載の適正化 

資料２「臨界に達しないことに関する説明書」別添１「大規模漏えい時の未臨界性評価手

法について」の「２．評価モデルの考え方」の記載を踏まえて、記載を適正化する。（別紙

６参照） 

 

（８）「最適評価手法」という記載について 

  a.申請時の考え方 

    重大事故等対策として実施される使用済燃料ピットへの注水・放水手順において用いる設備

の特徴や、放水された水の状態等を踏まえた、事故時のより実態に則した状態を考慮した評価

手法、という意味で「最適評価手法」という文言を使用していた。 

 

  b.記載の適正化 

本文言が使用されている箇所について、記載を見直す。（別紙６参照） 

 

（９）未臨界性の評価、判定の方法について 

  a.申請時の考え方 

    実効増倍率の値が最大となった点に対して不確定性を算出し、それらの合計値が 0.98 以下

であることをもって未臨界であることを判定していた。 
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  b.記載の適正化 

評価、判定の方法について記載を明確化する。（別紙６参照） 

 

（１０）塩素を考慮しない評価体系への変更に対する設置許可との整合について 

a.申請時の考え方 

設置許可申請書の添付資料八に「海水中の塩素による中性子吸収を考慮することとし、塩

素濃度については、実効増倍率に対して余裕が小さくなるよう、海水の塩分濃度の下限値を

踏まえ設定する。」と記載があり、これに基づき塩素を考慮した体系にて評価し申請書を作

成していた。 

 

 b.記載の適正化 

海水中の塩素の考慮については、設置許可申請書の本文に記載はないため、設置許可の要

件とはなっていない。また、添付資料八には記載があるものの、「解析の条件設定について

は、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、実効増倍率に対して余裕が小さくなる

ような設定とする。」という記載が前提としてあることから、設工認において、塩素を考慮

しない条件で評価を実施することは、添付資料八の記載内容と整合している。 
上記内容を申請書へ反映する。（別紙７参照） 
 

（１１）塩素を考慮しない体系での評価結果の反映について 

  a.申請時の考え方 

塩素を考慮した体系にて評価した結果に基づき申請書を作成していた。 

 

 b.記載の適正化 

今回、塩素を考慮しない体系にて評価を実施し、その結果を申請書へ反映する。主な反映

箇所は以下のとおり。（別紙８参照） 
 

  評価条件及び実効増倍率評価結果を示した図表 
  妥当性確認に用いたベンチマーク解析ケース 
  不確定性評価 

 

3．補正申請書記載内容に関する補足 

（１）解析コードの妥当性確認範囲の記載箇所について 
a.補正申請時の考え方 

資料２「臨界に達しないことに関する説明書」別紙１「計算機プログラム（解析コード）

の概要」の「c.使用済燃料貯蔵設備の未臨界性評価への適用性確認」の中で解析コードの妥

当性範囲について記載していた。 

 

b.記載の適正化 
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分かりやすさの観点から、当該箇所に記載があることを明確化する記載を資料２の本文に

追加することを検討する。（別紙９参照） 

 
（２）資料２の解析に係る具体的内容の記載箇所について 

a.補正申請時の考え方 

資料２「臨界に達しないことに関する説明書」別紙１「計算機プログラム（解析コード）

の概要」に解析コードの特徴や具体的な妥当性確認の詳細等も含めて記載していた。 

 

 b.記載の適正化 

当該記載がより具体的な内容となっていることから、他の資料の記載内容との整合も踏ま

えて、当該記載は補足説明資料にて記載することとし、上記の記載箇所からは削除すること

を検討する。（別紙１０参照） 

 

（３）資料２の解析コードの適用範囲に係る記載について 
a.補正申請時の考え方 

資料２「臨界に達しないことに関する説明書」別紙１「計算機プログラム（解析コード）

の概要」に解析コードの妥当性確認範囲について記載していたが、解析コードの適用範囲に

ついて明確な記載はなかった。 

 

b.記載の適正化 

解析コードの適用範囲が明確となるよう記載の適正化を検討する。（別紙９参照） 

 

（４）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針の記載について 

a.補正申請時の考え方 

2.（２）①の対応として、既工事計画の記載から構成を見直し、臨界防止の設計条件を前

段にまとめて記載していた。 

 

b.記載の適正化 

技術基準規則及び資料２「臨界に達しないことに関する説明書」の記載内容との整合を考

慮し、記載の適正化を検討する。（別紙１１参照） 

 

（５）資料３の見直しについて 
資料３「設計及び工事設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に

ついて、組織改正（2023 年 7 月 1 日付）に伴い第 3.1-1 図「適合性確認に関する体制表」を

見直すとともに、添付 3「設工認における解析管理について」の記載の適正化を行う。（別

紙１２参照） 
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令和 2年 2月 19 日付け原規規発第 2002192 号にて認可された工事計画の「表１ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」 
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表 本設計及び工事の計画の申請のうち核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（１）基本設計方針 抜粋① 

 

（注２）「表１ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」については、本設計及び工事の計画の申請に伴う変更はなく、令和2年2

月19日付け原規規発第2002192号にて認可された工事計画による。 

 

変更前（既工事計画） 記載適正化（下線部は 2022 年 12 月申請書からの変更箇所） 

 
（～略～） 

 
５．主要対象設備 
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の対象となる主要な設備につい

て、「表１ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」に

示す。 
本施設の設備として兼用する場合に主要設備リストに記載されない

設備については「表２ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の兼用設

備リスト」に示す。 

 
（～略～） 

 
５．主要対象設備 
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の対象となる主要な設備につい

て、「表１ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」（注

２）に示す。 
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表 本設計及び工事の計画の申請のうち核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（１）基本設計方針 抜粋② 

変更前（既工事計画） 記載適正化（下線部は 2022 年 12 月申請書からの変更箇所） 

第２章 個別項目 
２．燃料貯蔵設備 

（～略～） 
 
使用済燃料ピットは、使用済燃料ピットの冷却機能喪失、使用済燃料

ピットの注水機能喪失、使用済燃料ピット水の小規模な漏えいが発生

した場合において、燃料の貯蔵機能を確保する設計とする。 
 
使用済燃料ピットは、可搬型代替注水設備による冷却及び水位確保

により使用済燃料ピットの機能を維持し、実効増倍率が最も高くなる

純水冠水状態においても実効増倍率は不確定性も含めて 0.98 以下で臨

界を防止できる設計とする。（注１） 
 
 
また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいにより使用済燃料

ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続

する場合に、臨界にならないよう配慮したラック形状、燃料配置及び制

御棒クラスタ若しくは使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体（以下

「使用済燃料ピット用中性子吸収体」という。）配置において貯蔵領域

を設定することにより、スプレイや蒸気条件においても臨界を防止す

る設計とする。 

第２章 個別項目 
２．燃料貯蔵設備 

（～略～） 
 
使用済燃料ピットは、使用済燃料ピットの冷却機能喪失、使用済燃料

ピットの注水機能喪失、使用済燃料ピット水の小規模な漏えいが発生

した場合において、燃料の貯蔵機能を確保する設計とする。 
 
使用済燃料ピットは、可搬型代替注水設備による冷却及び水位確保

により使用済燃料ピットの機能を維持し、実効増倍率が最も高くなる

純水冠水状態においても実効増倍率は不確定性も含めて 0.98 以下で臨

界を防止できる設計とする。 
 
 
また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいにより使用済燃料

ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続

する場合に、可搬型スプレイ設備にて、使用済燃料ピットラック及び燃

料体等を冷却し、臨界にならないよう配慮したラック形状及び燃料配

置において、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される

注水、スプレイ及び蒸気条件のもと、制御棒クラスタ等の中性子吸収効

果を考慮せずに実効増倍率が不確定性を含めて 0.98 以下で臨界を防止

できる設計とする。 

別
紙
３

 

SFP の水位が低下した場合の臨界防止設計 
 

SFP の水位が異常に低下した場合の臨界防止設計 

技術基準規則第 69 条第 1 項 

技術基準規則第 69 条第 2 項 

記載の適正化として、記載箇所を「４．（２）送水車

による使用済燃料ピットへの注水」の項から移動 
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変更前（既工事計画） 記載適正化（下線部は 2022 年 12 月申請書からの変更箇所） 

４．使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 
 
（２）送水車による使用済燃料ピットへの注水 
使用済燃料ピットポンプ及び使用済燃料ピットクーラの故障等によ

る使用済燃料ピットの冷却機能の喪失又は燃料取替用水ポンプ、燃料

取替用水タンク、２次系純水ポンプ（１・２号機共用）及び２次系純水

タンク（１・２号機共用（以下同じ。））の故障等による使用済燃料ピッ

トの注水機能の喪失、又は使用済燃料ピットに接続する配管の破損等

による使用済燃料ピット水の小規模な漏えいその他の要因により当該

使用済燃料ピットの水位が低下した場合において、使用済燃料ピット

内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止できるよう、

可搬型代替注水設備（使用済燃料ピットへの注水）を設置する。 
 
可搬型代替注水設備としては、送水車により、注水ラインを介して使

用済燃料ピットへ海水を注水できる設計とする。 
 
送水車は、使用済燃料ピットの冷却機能の喪失及び注水機能の喪失

による水位低下を防止するため、使用済燃料ピットに貯蔵している燃

料体等からの崩壊熱による使用済燃料ピット水の蒸散量を上回る補給

量を有する設計とする。 
 

また、使用済燃料ピット出口配管の接続位置は、破損等により使用済

燃料ピット水が漏えいした場合においても、放射線業務従事者の燃料

４．使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 
 
（２）送水車による使用済燃料ピットへの注水 
使用済燃料ピットポンプ及び使用済燃料ピットクーラの故障等によ

る使用済燃料ピットの冷却機能の喪失又は燃料取替用水ポンプ、燃料

取替用水タンク、２次系純水ポンプ（１・２号機共用）及び２次系純水

タンク（１・２号機共用（以下同じ。））の故障等による使用済燃料ピッ

トの注水機能の喪失、又は使用済燃料ピットに接続する配管の破損等

による使用済燃料ピット水の小規模な漏えいその他の要因により当該

使用済燃料ピットの水位が低下した場合において、使用済燃料ピット

内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止できるよう、

可搬型代替注水設備（使用済燃料ピットへの注水）を設置する。 
 
可搬型代替注水設備としては、送水車により、注水ラインを介して使

用済燃料ピットへ海水を注水できる設計とする。 
 
送水車は、使用済燃料ピットの冷却機能の喪失及び注水機能の喪失

による水位低下を防止するため、使用済燃料ピットに貯蔵している燃

料体等からの崩壊熱による使用済燃料ピット水の蒸散量を上回る補給

量を有する設計とする。 
 

また、使用済燃料ピット出口配管の接続位置は、破損等により使用済

燃料ピット水が漏えいした場合においても、放射線業務従事者の燃料

技術基準規則第 69 条第 1 項 



 

 
 

-
 
別
添

8
-
10
 
- 

変更前（既工事計画） 記載適正化（下線部は 2022 年 12 月申請書からの変更箇所） 

取替時の放射線被ばくを管理する上で定めた線量率を満足できるよ

う、燃料体等からの放射線の遮蔽に必要となる水位を維持できる高さ

以上とする。入口配管については、遮蔽必要水位以下に水位が低下する

ことを防止するため、上部にサイフォンブレーカを設ける設計とする。 
 
サイフォンブレーカは、耐震性も含めて機器、弁類等の故障及び誤操

作等によりその機能を喪失することのない設計とする。 
 
使用済燃料ピットは、可搬型代替注水設備による冷却及び水位確保

により使用済燃料ピットの機能を維持し、実効増倍率が最も高くなる

純水冠水状態においても実効増倍率は不確定性も含めて 0.98 以下で臨

界を防止できる設計とする。 
 
送水車は、燃料油貯油そう（「重大事故等時のみ１・２号機共用」、「２

号機設備、重大事故等時のみ１・２号機共用」（以下同じ。））よりタン

クローリー（１・２号機共用（以下同じ。））を用いて燃料を補給できる

設計とする。 
 

使用済燃料ピットへの注水に使用する非常用取水設備の非常用海水

路（１・２号機共用（以下同じ。））、海水ポンプ室は、設計基準事故対

処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能につい

て重大事故等対処設備としての設計を行う。 
 

取替時の放射線被ばくを管理する上で定めた線量率を満足できるよ

う、燃料体等からの放射線の遮蔽に必要となる水位を維持できる高さ

以上とする。入口配管については、遮蔽必要水位以下に水位が低下する

ことを防止するため、上部にサイフォンブレーカを設ける設計とする。 
 
サイフォンブレーカは、耐震性も含めて機器、弁類等の故障及び誤操

作等によりその機能を喪失することのない設計とする。 
 
使用済燃料ピットは、可搬型代替注水設備による冷却及び水位確保

により使用済燃料ピットの機能を維持し、実効増倍率が最も高くなる

純水冠水状態においても実効増倍率は不確定性も含めて 0.98 以下で臨

界を防止できる設計とする。 
 
送水車は、燃料油貯油そう（「重大事故等時のみ１・２号機共用」、「２

号機設備、重大事故等時のみ１・２号機共用」（以下同じ。））よりタン

クローリー（１・２号機共用（以下同じ。））を用いて燃料を補給できる

設計とする。 
 
使用済燃料ピットへの注水に使用する非常用取水設備の非常用海水

路（１・２号機共用（以下同じ。））、海水ポンプ室は、設計基準事故

対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能につ

いて重大事故等対処設備としての設計を行う。 
 

SFPの水位が低下した場合の臨界防止設計 
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変更前（既工事計画） 記載適正化（下線部は 2022 年 12 月申請書からの変更箇所） 

 
（３）使用済燃料ピットへのスプレイ 

（～略～） 
可搬型スプレイ設備は、燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、でき

る限り環境への放射性物質の放出を低減することにより大気への拡散

を抑制するため、使用済燃料ピットの全面に向けてスプレイし、使用済

燃料ピットに貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸散量を上ま

わる量を使用済燃料ピット内へスプレイする設計とする。使用済燃料

ピット内へのスプレイ量は、試験により確認する。また、使用済燃料ピ

ットは、可搬型スプレイ設備にて、使用済燃料ピットラック及び燃料体

等を冷却し、臨界にならないよう配慮したラック形状、燃料配置及び使

用済燃料ピット用中性子吸収体配置において、いかなる一様な水密度

であっても実効増倍率は不確定性を含めて 0.98 以下で臨界を防止でき

る設計とする。 
 

送水車は、燃料油貯油そうよりタンクローリーを用いて燃料を補給

できる設計とする。 
（～略～） 

 
（３）使用済燃料ピットへのスプレイ 

（～略～） 
可搬型スプレイ設備は、燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、でき

る限り環境への放射性物質の放出を低減することにより大気への拡散

を抑制するため、使用済燃料ピットの全面に向けてスプレイし、使用済

燃料ピットに貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸散量を上ま

わる量を使用済燃料ピット内へスプレイする設計とする。使用済燃料

ピット内へのスプレイ量は、試験により確認する。また、使用済燃料ピ

ットは、可搬型スプレイ設備にて、使用済燃料ピットラック及び燃料体

等を冷却し、臨界にならないよう配慮したラック形状及び燃料配置に

おいて、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される注水、

スプレイ及び蒸気条件であっても実効増倍率は不確定性を含めて 0.98
以下で臨界を防止できる設計とする。 
 
送水車は、燃料油貯油そうよりタンクローリーを用いて燃料を補給

できる設計とする。 
（～略～） 

（注１）記載の適正化を行う。既工事計画書では「４．（２）送水車による使用済燃料ピットへの注水」の項に記載。 

  

  

技術基準規則第 69 条第 2 項 

SFP の水位が異常に低下した場合の臨界防止設計 
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高浜１号機 設置変更許可申請書 添付資料八 抜粋 

      

別
紙
４

 
4.1 燃料の取扱設備及び貯蔵設備 
4.1.1.2 設計方針 

DB 
第 16 条 

(第 26 条) 

SA 
第 54 条第 1 項 

(第 69 条第 1 項) 

※設置許可基準規則 
(技術基準規則) 
の条文を示す 
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「資料２ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が 
臨界に達しないことに関する説明書」 目次抜粋 

 

 

別紙５ 

⇒補足説明資料へ 

⇒補足説明資料へ 

＝ 
１ 
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（参考）既工事計画「資料１９ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料

物質が臨界に達しないことに関する説明書」 目次抜粋 

⇒領域管理の廃止に伴い今回申請では不要 

⇒使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体の 
廃止に伴い今回申請では不要 
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「資料２ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が 
臨界に達しないことに関する説明書」 抜粋 

 

2. 大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価 

(1) 評価の基本方針 

（～略～） 

大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価は、臨界にならないよう配慮したラック

形状及び燃料配置において、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される注水、スプ

レイ及び蒸気条件においても臨界を防止できることを確認するため、評価には最適評価手法を

採用し、体系を液相部（使用済燃料ピット水位より下部）と気相部（使用済燃料ピット水位より

上部）の２相に分け、使用済燃料ピットの水位を冠水状態から完全喪失状態まで変化させて評価

を行う。最適評価手法を採用した条件設定の考え方については別添１「大規模漏えい時の未臨界

性評価手法について」に示す。 

 

解析の条件設定については、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、実効増倍率に対

して余裕が小さくなるような設定とする。 

 

 

   第 1 図に示すフローに基づき、臨界計算コードへのインプットデータの元となるパラメータ

を設定する。大規模漏えい時に使用済燃料ピットへ注水・放水する場合の実態により即した条件

（以下「基本ケース条件」という。）、及び各パラメータに対するばらつき（以下、「不確かさ」

という。）要因による影響を考慮した条件（以下「不確かさを考慮した条件」という。）を設定の

うえ、不確かさ同士の従属性・独立性を踏まえた解析ケース（以下「感度解析ケース」という。）

を設定する。 

 

 
解析の条件設定については、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、実効増倍率に

対して余裕が小さくなるような設定とする。また、解析条件の不確かさ影響を考慮する必要が

ある場合には、影響評価において感度解析を行う。解析条件の具体的な設定については以下の

とおり。 

  燃料配置については、実効増倍率に対して余裕が小さくなるよう、濃縮度が最も高い取

替燃料が新燃料として全てのラックに貯蔵された状態を設定する。 

  水の状態については、液相部と気相部の２相に分け、水位変化を踏まえて評価する。液

相部は純水とし、気相部においては、飽和蒸気の存在を考慮する。 

  流量については、現実的な条件となるよう、重大事故等時対応のため整備している注水

及び放水に係る手順全てが同時に実施されたとして設定するとともに、不確かさとして

設置されるポンプの全数起動を考慮する。 

  流入範囲及び流量分布については、現実的な条件となるよう、全流量がラック面積に対

別紙６ 

「不確かさ」の定義を記載 
【（５）の対応】 

下記赤枠の記載を追記することに伴い、記載箇所を（２）b.から移動 
【（４）の対応】 

設置許可添付資料八に記載の解析条件を記載
【（４）の対応】 

本申請での評価手法について記載 
【（８）の対応】 

設置許可添付資料八の
記載抜粋【（４）の対応】 
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し一様に流入するものとして設定するとともに、不確かさとして全流量が局所領域に集

中することを考慮する。 

  燃料集合体内へ流入する水量の割合については、現実的な条件となるよう、ラックの中

心間距離と燃料集合体外寸から求まる面積比等から設定するとともに、不確かさとして

斜め方向から液滴が流入することを考慮する。 

  燃料集合体内に流入した水は、実効増倍率に対して余裕が小さくなるよう、全てが液膜

となるように設定する。 

  液膜については、実効増倍率に対して余裕が小さくなるよう、燃料棒全周に対し一様に

形成されるとした上で、厚くなるように設定する。 

  放水の液滴径については、実効増倍率に対して余裕が小さくなるよう、スプレイ試験等

で得られた知見を踏まえ設定するとともに、不確かさとして有意であると考えられる値

の下限を考慮する。 

  海水中の塩素による中性子吸収を考慮することとし、塩素濃度については、実効増倍率

に対して余裕が小さくなるよう、海水の塩分濃度の下限値を踏まえ設定する。 

 

なお、海水中の塩素による中性子吸収については考慮しない。 
（～略～） 

 

（２）計算方法 

a. 計算体系 

計算体系は、垂直方向、水平方向ともに有限の体系とする。貯蔵する燃料は、最も反応度

の高い新燃料をすべてのラックへ貯蔵することを想定する。また、垂直方向では、上下部の

構造物による中性子反射効果を考慮し、燃料有効長上部は低水密度状態においても、十分な

中性子の反射効果が得られる厚さ（中性子反射効果が飽和する厚さ）である300mmの水反射と

仮定し、燃料有効長下部についても同様に、1,000mmのコンクリートとして評価する。水平方

向では、使用済燃料ピット側面の構造物による中性子反射効果を考慮し、垂直方向上部と同

様に300mmの水反射を仮定する。未臨界性評価の計算体系を第2図～第4図に示す。 

 

    （～略～） 

 

c. 計算条件 

（～略～） 
(e)液相部の水密度は1.0g/cm３とする。 

 

 

 

 

 

【（６）の対応】 

【（７）の対応】 
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以下の計算条件は公称値を使用し、正負の製作公差を未臨界性評価上厳しくなる側に不確

定性として考慮するもの（以下「製作公差に基づく不確定性として考慮する計算条件」とい

う。）である。ここで、不確定性とは、計算コードの精度及び製作公差に対するばらつきの影

響を実効増倍率換算で表したものを指す。なお、製作公差に基づく不確定性として考慮する

計算条件には、ラック内での燃料体等が偏る効果を含む。 

 

 

（～略～） 
 
 

(3) 計算結果 

a. 判定基準 

基本ケースにおいて中性子最適減速状態が発現しないこと、また、最大となる実効増倍率に不

確定性を考慮しても実効増倍率が0.98以下であることを確認する。また、感度解析ケースにおい

ても中性子最適減速状態が発現せず、特異な傾向がないことを確認する。 

 

b. 評価結果 

未臨界性評価結果を第4表に示す。第6図のとおり、基本ケース及び感度解析ケースの全ケー

スにおいて、純水冠水状態から液相部高さ（水位）の低下に伴い実効増倍率は減少し、純水冠

水状態において最大0.947となった。これに不確定性0.0115を考慮しても実効増倍率は0.959で

あり、実効増倍率0.98以下を満足している。 

なお、計算コードに基づく不確定性については、今回の適用範囲である冠水から水位200mmの

範囲において、実効増倍率への気相部の寄与が大きくなる、低水位時相当のEALFの結果を計算

コードの不確定性の算出に加えた場合においても、平均誤差δｋ及び計算コードの不確かさε

cに影響がないことから、低水位状態において適用した場合においても不確定性の評価結果は

変わらず、水位によらず一定の値を評価に用いることは妥当である。 

また、製作公差に基づく不確定性について、実効増倍率がほぼ横ばいである冠水状態から水

位1000mm程度までを冠水時の不確定性で評価することについては、その範囲の実効増倍率への

寄与については液相部が支配的であり、その場合は、不確定性についても液相部の評価結果に

依存し、気相部に起因する変動はわずかであるため、この範囲においてはどの不確定性を用い

て評価しても同じであり、今回の評価においては不確定性を含まない実効増倍率が最大となる

冠水時の不確定性を代表として評価に用いることは妥当である。 

また、さらに水位が低下した状態においては、水位の低下に伴い実効増倍率が単調に減少し、

中性子最適減速状態が発現せず、さらに未臨界性の判定基準となる実効増倍率0.98に対して、

不確定性を考慮していない実効増倍率が約0.90以下と十分に小さいことから、改めて不確定性

を評価することは不要と判断している。 

 

「不確定性」の定義を記載 
【（５）の対応】 

【（９）の対応】 
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設置許可との整合性 反映箇所 抜粋 
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「資料２ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しない

ことに関する説明書」のうち塩素を考慮しない体系での評価結果反映箇所 抜粋 

 

別紙８ 
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補正申請書「資料２ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が 
臨界に達しないことに関する説明書」 本文 抜粋 

 

2. 大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価 

(1) 評価の基本方針 

（～略～） 

 

大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価は、臨界にならないよう配慮したラック

形状及び燃料配置において、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される注水、ス

プレイ及び蒸気条件においても臨界を防止できることを確認するため、体系を液相部（使用済

燃料ピット水位より下部）と気相部（使用済燃料ピット水位より上部）の２相に分け、使用済

燃料ピットの水位を冠水状態から完全喪失状態まで変化させて評価を行う。具体的な解析コー

ドの適用範囲は、今回の解析コードの妥当性確認範囲である冠水から水位200㎜までの範囲と

する。 

 

（～略～） 

 

また、実効増倍率の計算には、3次元モンテカルロ計算コードKENO-VIを内蔵したSCALE 

Ver.6.0を使用し、第2図に示す計算フローに従って計算を行う。なお、評価に用いる解析コー

ドの検証及び妥当性確認等の概要及び解析コードの妥当性確認範囲については、別紙１「計算

機プログラム（解析コード）の概要」に示す。 

 

（～略～） 

 

(3) 計算結果 

b. 評価結果 

未臨界性評価結果を第4表に示す。第6図のとおり、解析コードの妥当性確認範囲である冠

水から水位200mmの範囲において、基本ケース及び感度解析ケースの全ケースにおいて、純水

冠水状態から液相部高さ（水位）の低下に伴い実効増倍率は減少し、純水冠水状態において

最大0.947となった。これに不確定性0.0115を考慮しても実効増倍率は0.959であり、実効増

倍率0.98以下を満足している。なお、水位200mmから完全喪失状態までの極低水位の範囲につ

いては、今回の水分条件において中性子最適減速状態は発現せず、実効増倍率は水位の低下

とともに連続的に単調に減少する傾向を示し、未臨界を維持することを解析結果等から確認

することができ、臨界のおそれはないことを確認している。 

ここで、計算コードに基づく不確定性については、今回の適用範囲である冠水から水位

200mmの範囲において、実効増倍率への気相部の寄与が大きくなる、低水位時相当のEALFの結

果を計算コードの不確定性の算出に加えた場合においても、平均誤差δｋ及び計算コードの

不確かさεcに影響がないことから、低水位状態において適用した場合においても不確定性

別紙９ 



 

 

- 別添8-23 - 

の評価結果は変わらず、水位によらず一定の値を評価に用いることは妥当である。 

また、製作公差に基づく不確定性について、実効増倍率がほぼ横ばいである冠水状態から

水位1000mm程度までを冠水時の不確定性で評価することについては、その範囲の実効増倍率

への寄与については液相部が支配的であり、その場合は、不確定性についても液相部の評価

結果に依存し、気相部に起因する変動はわずかであるため、この範囲においてはどの不確定

性を用いて評価しても同じであり、今回の評価においては不確定性を含まない実効増倍率が

最大となる冠水時の不確定性を代表として評価に用いることは妥当である。 

また、さらに水位が低下した状態においては、水位の低下に伴い実効増倍率が単調に減少

し、中性子最適減速状態が発現せず、さらに未臨界性の判定基準となる実効増倍率0.98に対

して、不確定性を考慮していない実効増倍率が約0.90以下と十分に小さいことから、改めて

不確定性を評価することは不要と判断している。 
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補正申請書「資料２ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が 
臨界に達しないことに関する説明書」 別紙１ 抜粋 

検証(Verification) 

及び 

妥当性確認

(Validation) 

 

（～略～） 

 

【妥当性確認(Validation)】 

本解析コードの妥当性確認の内容は、以下のとおりである。 

・OECD/NEAによりまとめられた臨界実験のベンチマーク集（INTERNATIONAL 

HANDBOOK OF EVALUATED CRITICALITY SAFETY BENCHMARK EXPERIMENTS 

September 2010 Edition（OECD/NEA））に登録されている臨界実験から、

国内PWRの燃料貯蔵設備仕様及び燃料仕様等を考慮して選定した___ケー

スのベンチマーク解析を実施している。ベンチマーク解析結果と臨界実験

の実効増倍率の差は、ほぼ正規分布となることを確認している。また、ベ

ンチマーク解析の実効増倍率が特定のピット仕様や燃料仕様に依存する

傾向もない。 

・ベンチマーク解析において、ウラン新燃料を用いた臨界実験データを使用

した解析結果から、臨界計算に考慮すべき平均誤差及びその不確かさを適

切に評価している。 

・本設工認において使用するバージョンは、既工事計画において使用されて

いるものと同じであることを確認している。 
・本設工認における用途（使用済燃料ピットの実効増倍率の計算）及び適用

範囲（高浜1，2号機のSFP）が上述の妥当性確認の範囲内であることを確認

している。 

・また、解析コードの妥当性確認範囲として、冠水から水位200mmまでの範

囲において本解析コードを適用することは妥当であることを確認してい

る。 

 

 

2.1.2 SCALE Ver.6.0の解析手法について 

(1) 一般事項 

SCALEは、米国オークリッジ国立研究所（ORNL）により米国原子力規制委員会

（NRC）の原子力関連許認可評価用に作成された公開コードシステムであり、臨

界計算コードが整備されている。本解析では臨界計算のCSAS6モジュールを用い、

モンテカルロ法に基づく3次元輸送計算コードとしてKENO-Ⅵ、断面積ライブラ

リは、ENDF/B-Ⅶベースの238群ライブラリを使用している。 

（～略～）

別紙１０ 

これ以降の記載については削除し、補足説明資料の別添として整理する。 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 本設計及び工事の計画の補正申請のうち核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（１）基本設計方針 抜粋 

既工事計画 当初申請（2022年 12月） 補正申請（2023年 6月、下線部は記載適正化案） 

第２章 個別項目 
２．燃料貯蔵設備 

（～略～） 
また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいにより使用済燃料ピ

ット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する

場合に、臨界にならないよう配慮したラック形状、燃料配置及び制御棒

クラスタ若しくは使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体（以下「使用

済燃料ピット用中性子吸収体」という。）配置において貯蔵領域を設定す

ることにより、スプレイや蒸気条件においても臨界を防止する設計とす

る。 
（～略～） 

 
 

４．使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 
（３）使用済燃料ピットへのスプレイ 

（～略～） 
可搬型スプレイ設備は、燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、でき

る限り環境への放射性物質の放出を低減することにより大気への拡散を

抑制するため、使用済燃料ピットの全面に向けてスプレイし、使用済燃

料ピットに貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸散量を上まわる

量を使用済燃料ピット内へスプレイする設計とする。使用済燃料ピット

内へのスプレイ量は、試験により確認する。また、使用済燃料ピットは、

可搬型スプレイ設備にて、使用済燃料ピットラック及び燃料体等を冷却

し、臨界にならないよう配慮したラック形状、燃料配置及び使用済燃料

ピット用中性子吸収体配置において、いかなる一様な水密度であっても

実効増倍率は不確定性を含めて 0.98 以下で臨界を防止できる設計とす

る。 
 

（～略～） 
 

第２章 個別項目 
２．燃料貯蔵設備 

（～略～） 
また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいにより使用済燃料ピ

ット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する

場合に、臨界にならないよう配慮したラック形状及び燃料配置において、

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される注水、スプレイ

及び蒸気条件のもと、制御棒クラスタ等の中性子吸収効果を考慮せずに

臨界を防止する設計とする。 
 

（～略～） 
 
 

４．使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 
（３）使用済燃料ピットへのスプレイ 

（～略～） 
可搬型スプレイ設備は、燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、でき

る限り環境への放射性物質の放出を低減することにより大気への拡散を

抑制するため、使用済燃料ピットの全面に向けてスプレイし、使用済燃

料ピットに貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸散量を上まわる

量を使用済燃料ピット内へスプレイする設計とする。使用済燃料ピット

内へのスプレイ量は、試験により確認する。また、使用済燃料ピットは、

可搬型スプレイ設備にて、使用済燃料ピットラック及び燃料体等を冷却

し、臨界にならないよう配慮したラック形状及び燃料配置において、使

用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される注水、スプレイ及

び蒸気条件であっても実効増倍率は不確定性を含めて 0.98 以下で臨界

を防止できる設計とする。 
 

（～略～） 
 

第２章 個別項目 
２．燃料貯蔵設備 

（～略～） 
また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいにより使用済燃料ピ

ット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する

場合に、可搬型スプレイ設備にて、使用済燃料ピットラック及び燃料体

等を冷却し、臨界にならないよう配慮したラック形状及び燃料配置にお

いて、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される注水、ス

プレイ及び蒸気条件のもと、制御棒クラスタ等の中性子吸収効果を考慮

せずに実効増倍率が不確定性を含めて 0.98 以下で臨界を防止できる設

計とする。 
（～略～） 

 
４．使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 
（３）使用済燃料ピットへのスプレイ 

（～略～） 
可搬型スプレイ設備は、燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、でき

る限り環境への放射性物質の放出を低減することにより大気への拡散を

抑制するため、使用済燃料ピットの全面に向けてスプレイし、使用済燃

料ピットに貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸散量を上まわる

量を使用済燃料ピット内へスプレイする設計とする。使用済燃料ピット

内へのスプレイ量は、試験により確認する。 
 
 
 
 
 
 

（～略～） 
 

別紙１１ 
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補正申請書「資料３ 設計及び工事設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説

明書」の見直しについて 
 
添付資料「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」について、組織

改正（2023 年 7 月 1 日付）に伴い第 3.1-1 図「適合性確認に関する体制表」を見直すととも

に、添付 3「設工認における解析管理について」の記載の適正化を行うものである。 
 
１．組織改正に伴う第 3.1-1 図の見直し（添付１参照） 
・組織名称の変更 

変更前：土木建築室 地震津波評価グループ 
変更後：土木建築室 自然リスク・構造評価グループ 

・土木建築室 土木部長および建築部長の追加（管理体制の強化） 
 
２．添付 3「設工認における解析管理について」の記載の適正化 

添付 3「設工認における解析管理について」の本文の記載が、当社の実施事項と供給者へ

の要求事項とが混在して分かりづらいことから、記載の適正化を行う。詳細は添付２のとお

り 
 

以上 

別紙１２ 



 

- 別添8-27 - 

 

組織改正に伴う第 3.1-1 図の見直し 

 

第3.1-1図  適合性確認に関する体制表  

設計（解析業務を含む）

原子力

企画

部門

統括

原子力

安全・技術

部門統括

（原子力安全・技術）

原子力発電

部門統括

原子力

企画

部長

総
務
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子力安全・技術

部長

安
全
・
防
災
Ｇ
Ｃ
Ｍ

安
全
技
術
Ｇ
Ｃ
Ｍ

プ
ラ
ン
ト
・
保
全
技
術
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子力発電

部長

発
電
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

２
）
（※

５
）

保
修
管
理
Ｇ
Ｃ
Ｍ

保
全
計
画
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子力

保全

担当部長

原子力

運用管理

担当部長

燃
料
保
全
Ｇ
Ｃ
Ｍ

放
射
線
管
理
Ｇ
Ｃ
Ｍ

工事及び検査

発電所長

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者

電
気
主
任
技
術
者

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン

主
任
技
術
者

各
課
（
室
）
長
（※

３
）

左
記
「
設
計
」
の
組
織

発電

所長

各
課
（
室
）
長

調達

原子力

発電

部門

統括

品
質
保
証
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

７
）

原子力

発電

部長

契約

左
記
「
設
計
」
の
組
織

（※

１
）

（※

６
）

調
達
本
部
長

原
燃
計
画
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子燃料

部長

原子燃料

部門統括

品質管理に係るプロセスの

取りまとめ

品質保証ＧＣＭ

統括・全体調整

原子力発電部門統括

原子力発電部長

※１：「Ｇ」は「グループ」、「ＣＭ」は「チーフマネジャー」をいう。

※２：検査（主要な耐圧部の溶接部、燃料体を除く。）に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長（発電所組織においては、技術課長とする。）

※３：主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長

※４：燃料体検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長

※５：設工認申請（届出）書の提出手続きを主管する箇所の長

※６：設工認申請（届出）書の取りまとめを主管する箇所の長（当該設工認申請（届出）に係る設計を主管する箇所の長の代表者とする。）

※７：定期的な請負会社品質監査以外の監査においては、各ＧＣＭ又は各課(室）長

※８：これ以外の箇所で行う契約においては、各ＧＣＭ又は各課(室）長

※９：原子燃料関係の契約

土木

建築

室長

自
然
リ
ス
ク
・
構
造
評
価
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原
子
力
設
備
調
達
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

８
）

原子燃料

部門統括

原子燃料

部長

原
燃
計
画
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

４
）

原
燃
契
約
戦
略
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

９
）

原子燃料

サイクル室長

原子燃料

契約部長

原
燃
契
約
管
理
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

９
）

発電

所長

各
課
（
室
）
長

燃
料
技
術
Ｇ
Ｃ
Ｍ

土
木
建
築
技
術
Ｇ
Ｃ
Ｍ

土
木
建
築
設
備
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子力土木

建築部長

原子力

安全・技術

部門統括

（土木建築）

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
Ｇ
Ｃ
Ｍ

燃
料
技
術
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子力

運用管理

担当部長

供給者に

対する

監査

原
燃
輸
送
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子力運用管理担当部長

土木

部長

・

建築

部長

添付１ 

土木部長建築

部長を追加 

組織名称の変更 
地震津波評価グループ 

↓ 
自然リスク・構造評価グループ 
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添付 3「設工認における解析管理について」の記載の適正化：見直し内容 
見直し前 見直し後 説明 

添付 3 
設工認における解析管理 

 
設工認に必要な解析のうち、調達（「3.6 設工認における調達管理

の方法」参照）を通じて実施した解析は、「原子力施設における許認可

申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン（一般社団法人原子力

安全推進協会）」に示される要求事項に、当社の要求事項を加えて策定

した「原子力発電所保修業務要綱」及び「原子力発電所請負工事一般

仕様書に関する要綱指針」のうち別紙「許認可申請等に係る解析業務

に関する特別な調達管理の実施について」により、供給者への設工認

申請（届出）に係る解析業務の要求事項を明確にしている。 
これに基づき、解析業務を主管する箇所の長は、調達要求事項に解

析業務を含む場合、以下のとおり特別な調達管理を実施する。 
（以下略） 

 

添付 3 
設工認における解析管理 

 
設工認に必要な解析のうち、調達（「3.6 設工認における調達管理

の方法」参照）を通じて実施する解析は、「原子力施設における許認可

申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン（一般社団法人原子力

安全推進協会）」に示される要求事項に、当社の要求事項を加えて策定

した「原子力発電所請負工事一般仕様書に関する要綱指針」のうち別

紙「許認可申請等に係る解析業務に関する特別な品質管理の実施につ

いて」により、供給者への設工認申請（届出）に係る解析業務の要求

事項を明確にしている。 
解析業務を主管する箇所の長は、「原子力発電所保修業務要綱」に基

づき、以下のとおり特別な調達管理を実施する。 
（以下略） 

 

・第一段落には、当社の実施事項と供給者への要求事項が混在して記

載されており分かりづらいため、第一段落に供給者への要求事項、

第二段落に当社の実施事項を分けて記載し明確化する。 
 
・現在形に統一する。 
 
・供給者への要求事項を記載した「原子力発電所請負工事一般仕様書

に関する要綱指針」のみ記載する。 
・供給者への要求事項を記載した別紙「許認可申請等に係る解析業務

に関する特別な品質管理の実施について」に変更する。 
 
・当社の実施事項を記載した「原子力発電所保修業務要綱」に基づき

実施することを記載する。 

 
 

 

添付２ 



別添９ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFP 水位低下時における不確定性に関する補足説明 
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1．はじめに 

本資料は、SCALE ver6.0（以下、「本解析コード」という）を本評価に適用することの妥当性確認に

用いた臨界実験ベンチマーク数を整理し、水位低下時における本解析コード適用の妥当性について述

べるとともに、水位低下時における「計算コードに係る不確定性」及び「製作公差に基づく不確定性」

の取扱いについて補足説明するものである。 

 

2. 臨界実験ベンチマーク数について 

  本解析コードの使用に際して、臨界実験ベンチマーク集（「INTERNATIONAL HANDBOOK OF EVALUATED 

CRITICALITY SAFETY BENCHMARK EXPERIMENTS」September 2010 Edition(OECD/NEA)）に登録されてい

る臨界実験のベンチマーク解析を実施することで解析コードの妥当性確認を実施している。その際、

本評価体系と完全に一致する臨界実験は存在しないものの、国内 PWR の燃料貯蔵設備及び燃料仕様の

パラメータ範囲を包絡するよう臨界実験を選定し、ベンチマーク解析を行っている。 

既工事計画並びに今回評価に係る設置許可及び設工認申請における臨界実験ベンチマークの取扱

いを第 1表に示す。既工事計画においては、ウラン新燃料を用いた臨界実験及び MOX 新燃料を用いた

臨界実験に対してベンチマークを実施し、妥当性確認を行った。今回評価に係る設置許可申請に際し

ては、既工事計画で実施したベンチマークに加え、燃焼燃料を含んだ体系及び塩素を含んだ体系への

本解析コード適用の妥当性を確認するために、FPを含んだウラン燃料の臨界実験及び塩素を含んだ体

系の臨界実験のベンチマークを追加し、計___ケースの臨界実験ベンチマークにより、本解析コード

適用の妥当性を確認していた。また参考として、水位低下時における解析値の傾向を確認するために、

水位低下時の EALF（Energy corresponding to the Average neutron Lethargy causing Fission:核

分裂に寄与する中性子平均エネルギー）に相当する臨界実験のベンチマークを実施し、C/E（C:計算値

と E:測定値の比）の傾向を示していた。 

  その後、設工認審査の過程で塩素を考慮しない体系に変更したことから、塩素を含む体系のケース

を妥当性確認の対象ケースから除外する一方で、低水位状態における適用妥当性の確認結果を拡充す

るべく、水位低下時の EALF に相当する臨界実験のベンチマーク（第 2表参照）を加え、許可時のベン

チマーク数と同じ計___ケースとしている。 

 

3．水位低下時における解析コード適用の妥当性について 

本評価体系における液相部高さと EALF の関係を第 1 図に、妥当性確認に選定したベンチマーク実

験ケースの EALF と C/E の関係を第 2図に示す。冠水状態から水位 1,000mm 程度まで EALF は横ばいで

あることから実効増倍率への寄与は液相部が支配的であり、さらに水位が低下した場合には EALF が

上昇し、気相部が支配的な状態へと遷移していく。臨界実験ベンチマークには、部分水位で臨界とな

った臨界実験（第 3表参照）及び 1.0g/cm3よりも低い水密度での臨界実験（第 4表参照）が含まれて

おり、平均 C/E は１.0 近傍であり、特異な傾向はみられない。また、気相部による実効増倍率への寄

与が支配的になる水位 200mm 程度の EALF（約 7eV）に相当する臨界実験（第 2表参照）を含む範囲に

おいて、C/E は 1 近傍で特異な傾向はみられないことから、冠水から水位 200mm までの範囲において

本解析コードを適用することは妥当である。 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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4．極低水位における解析結果の妥当性について 

水位 0～200mm の範囲について解析した結果、解析コードの適用妥当性を確認している冠水から水

位 200 ㎜の範囲の実効増倍率の低下の推移と連続して、水位 200 ㎜以下の範囲についても水位の低下

に応じて実効増倍率が単調減少する結果が得られた（第 3 図、第 4 図参照）。ここで、補足説明資料 

別添２「解析結果の妥当性確認について」に示す通り、類似解析として示す水密度を一様に変化させ

た場合の実効増倍率は水密度約 0.1g/cm３で最大値をとり、その後水密度が小さくなるに伴い低下し

ていく推移を示す。基本ケースの水位 0mm の状態の水分条件を空間平均水密度に換算した場合の結果

は概ねこの推移上に位置し類似解析と同等の結果を示していることから、基本ケースの水位 0mm の結

果が概ね妥当であることが確認できる。加えて、この水密度では冠水状態（水密度 1.0g/cm）と比較

して実効増倍率が小さいことを確認している。さらに、補足説明資料 別添６「流量条件に対する使用

済燃料ピットの未臨界性上の頑健性について」に示す通り、7000m３/h まで流入流量を増加させた場合

においても中性子最適減速状態は発現していないことを確認している。以上の確認結果及び解析結果

から、今回の水分条件においては水位 200mm 以下の領域においても水位が低下するに伴い連続的に単

調減少傾向が継続し未臨界を維持することは確認できたため、当該範囲における解析コードの精度を

必要とするものではなく、極低水位における解析コードの適用妥当性確認をしていなかったとしても

問題はない。 

 

5．解析結果の不確定性について 

 解析結果の不確定性には「計算コードの不確定性」と「製作公差に基づく不確定性」があり、それら

の設定の考え方について説明する。 

 

（１）計算コードの不確定性 

「計算コードの不確定性」は、計算コードの妥当性確認に用いた臨界実験ベンチマーク結果の平均

誤差及びその不確かさより算出しているため、どの臨界実験ベンチマーク結果を用いるかに依存する

（第 5表参照）。 

既工事計画においては、評価体系に類する燃料要素を用いたベンチマーク結果をもとに計算コード

の不確定性を算出している。評価体系にはウラン新燃料及び燃焼燃料が含まれるが、選定ケース数を

増加させた場合、信頼係数の観点から不確定性が小さくなることから、燃焼燃料により組成が近く、

評価条件が厳しくなるよう MOX 新燃料のケースのみを使用して不確定性算出を行っている。 

本申請においても同様に燃料要素に着目し、プルトニウムや FP を含んだ体系のベンチマークを用

いることなく、第 5図に示す FP を含まないウラン燃料の___ケースを選定して計算コードの不確定性

を算出しており、それらのケースは部分水位状態を含む臨界実験が含まれている。 

ここで、計算コードの不確定性は評価体系の水位に依らず一定の値を用いることとしているが、そ

の妥当性については、低水位時相当の EALF のベンチマークケースを加えて算出した計算コードの不

確定性（平均誤差δｋ及び不確かさεc）に変化がないことでもって確認している。（第 5表参照） 

 

（２）製作公差に基づく不確定性 

「製作公差に基づく不確定性」は、評価体系において入力項目別に算出しており、ノミナル値を入

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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力値として算出した実効増倍率に対して、製作公差の範囲で入力値を変化させた際の最大となった実

効増倍率との差をその入力項目に起因する不確定性としたものであり、評価体系の水位の変動により、

入力値及び不確定性は変動しうるものである。 

冠水状態から水位 1,000mm 程度までは、EALF 及び実効増倍率は横ばいであることから（第 1図、第

3図参照）、実効増倍率への寄与は液相部が支配的であることが確認できる。その場合、不確定性を考

慮しないノミナルの実効増倍率と入力値に製作公差を考慮した実効増倍率の差により決定される不

確定性についても液相部の評価結果に依存しており、冠水時の不確定性を液相部が支配的な状態に対

して適用することは妥当である。 

冠水時の不確定性は 0.0115（第 6表参照）、水位 1,000mm の不確定性は 0.0104（第 7表参照）であ

り、両者の差（0.0011）はモンテカルロ法による統計誤差σの 2倍程度と小さく、この範囲において

はどの不確定性を用いて評価しても判定に影響を与えるものではないことから、今回の評価において

は冠水時の不確定性を代表的に用いる。なお、上記において、冠水時と水位 1,000mm では塩素の考慮

に違いがあるが、塩素は気相部にのみ考慮していること、上記の水位範囲において実効増倍率は液相

部支配で決まることから、塩素の考慮の違いよる影響は無視できる。（第 3図参照） 

また、さらに水位が低い状態においては気相部支配で実効増倍率が決まってくるが、水位 200mm（塩

素考慮なし）での不確定性は 0.0111 であることを確認している。（第 8表参照） 

 

6.まとめ 

臨界実験ベンチマークとして、国内 PWR の燃料貯蔵設備及び燃料仕様のパラメータ範囲を包絡する

臨界実験及び水位低下時の EALF に相当する臨界実験を選定し、冠水から水位 200mm までの範囲におい

て本解析コードを適用することの妥当性を確認した。 

計算コードの不確定性は、今回の評価体系と類似の燃料要素である FP を含まないウラン燃料のケー

スを選定して算出した。 

製作公差に基づく不確定性は、冠水時の不確定性を液相部が支配的な状態に対して適用することは

妥当であり、気相部が支配的な水位 2000mm での不確定性とほとんど変わらないことを確認した。 
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第1表 臨界実験ベンチマーク体系と取扱い 
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第2表 水位低下時の中性子エネルギー近傍の臨界実験（1/2） 

※本評価体系における水位0mmでの値  

項目 単位  
燃料貯蔵設備及び燃料仕様のパラメータ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 wt％  1.6 4.8 

Pu含有率 wt％  5.5 10.9 

燃料材径 mm  8.19 9.29 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－  1.88 2.00 

被覆管外径 mm  9.5 10.72 

被覆材材質 －  ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm  12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －  正方配列 

体系条件 －  燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －  無／軽水 

水位 mm  完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 －  軽水／コンクリート 

EALF eV  0.2～約50eV※ 

解
析
ケ
ー
ス 

実験ケース数 －  － 

解析ケース数 －  － 

実験施設 －  － 

枠
囲
み
の

範
囲
は

機
密
に

係
る
事

項
で
す

の
で
公

開
す
る

こ
と
は
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ん
。
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第2表 水位低下時の中性子エネルギー近傍の臨界実験(2/2) 

項目  

実験体系  

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
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第 3表 水位調整による臨界実験（1/6） 

※本評価体系における水位0mmでの値 

 

項目 単位    

燃料貯蔵設備及び燃料仕様の

パラメータ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 wt％    1.6 4.8 

燃料材径 mm    8.19 9.29 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－    1.88 2.00 

被覆管外径 mm    9.5 10.72 

被覆材材質 －    ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm    12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －    正方配列 

体系条件 －    燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －    無／軽水 

水位 mm    完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 －    軽水／コンクリート 

EALF eV    0.2～約50eV※ 

解
析
ケ
ー
ス 

実験ケース数 －    － 

解析ケース数 －    － 

実験施設 －    － 

枠
囲
み
の

範
囲
は

機
密
に

係
る
事
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で
す

の
で
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第3表 水位調整による臨界実験（2/6） 

項目    

実験体系 

   

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
   

  

枠
囲
み
の

範
囲
は

機
密
に

係
る
事

項
で
す

の
で
公

開
す
る

こ
と
は

で
き
ま

せ
ん
。

 



 

 

-
 
別
添

9
-
9 
- 

第3表 水位調整による臨界実験（3/6） 

※本評価体系における水位0mmでの値  

項目 単位   

燃料貯蔵設備及び燃料仕様の

パラメータ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 wt％   1.6 4.8 

燃料材径 mm   8.19 9.29 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－   1.88 2.00 

被覆管外径 mm   9.5 10.72 

被覆材材質 －   ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm   12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －   正方配列 

体系条件 －   燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －   無／軽水 

水位 mm   完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 －   軽水／コンクリート 

EALF eV   0.2～約50eV※ 

解
析
ケ
ー
ス 

実験ケース数 －   － 

解析ケース数 －   － 

実験施設 －   － 

枠
囲
み
の

範
囲
は

機
密
に

係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

 



 

 

-
 
別
添

9
-
10
 
- 

第3表 水位調整による臨界実験（4/6） 

項目   

実験体系   

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
  

  

枠
囲
み
の

範
囲
は

機
密
に

係
る
事

項
で
す

の
で
公

開
す
る

こ
と
は

で
き
ま

せ
ん
。

 



 

 

-
 
別
添

9
-
11
 
- 

第3表 水位調整による臨界実験（5/6） 

項目 単位   

燃料貯蔵設備及び燃料仕様の 

パラメータ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 wt％   1.6 4.8 

Pu含有率 wt％   5.5 10.9 

燃料材径 mm   8.19 9.29 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－   1.88 2.00 

被覆管外径 mm   9.5 10.72 

被覆材材質 －   ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm   12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －   正方配列 

体系条件 －   燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －   無／軽水 

水位 mm   完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 －   軽水／コンクリート 

EALF eV   0.2～約50eV※ 

解
析
ケ
ー
ス 

実験ケース数 －   － 

解析ケース数 －   － 

実験施設 －   － 

※本評価体系における水位0mmでの値 

  

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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別
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第3表 水位調整による臨界実験（6/6） 

項目   

実験体系   

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
  

 

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

 



 

 

-
 
別
添

9
-
13
 
- 

第 4表 低水密度の臨界実験（1/3） 

項目 単位    

燃料貯蔵設備及び燃料仕様の 

パラメータ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 wt％    1.6 4.8 

燃料材径 mm    5.5 10.9 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－    8.19 9.29 

被覆管外径 mm    1.88 2.00 

被覆材材質 －    ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm    12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －    正方配列 

体系条件 －    燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －    無／軽水 

水位 mm    完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 －    軽水／コンクリート 

EALF eV    0.2～約50eV※ 

解
析
ケ
ー
ス 

実験ケース数 －    － 

解析ケース数 －    － 

実験施設 －    － 

※本評価体系における水位 0mm での値 

  

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す

の
で
公

開
す
る

こ
と
は

で
き
ま

せ
ん
。
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第 4表 低水密度状態の臨界実験(2/3) 

項目    

実験体系   

 

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
  

 

 

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す

の
で
公

開
す
る

こ
と
は

で
き
ま

せ
ん
。
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第4表 低水密度状態の臨界実験（3/3） 

臨界実験 減速材密度 ケース数 

   

   

   

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第5表 SCALE ver.6.0システムの平均誤差及び不確かさ 

条

件 

計算コード 
SCALE6.0 

システム 
（KENO-VI） 

ベンチマーク概要 ウラン燃料 
（FP なし） 

ウラン燃料（FP な
し）＋低水位※1 低水位 MOX 燃料 

（FP なし） 
MOX 燃料※2 

（FP なし） 
ウラン燃料 
（FP あり） 全ベンチマーク※3 

ベンチマークケース数        

評

価 
結

果 

平均誤差δk 0.0007 0.0007 0.0001 0.0007 0.0013 0.0001 0.0001 

不確かさ εc （＝U×Sp ) 0.0065 0.0065 0.0376 0.0110 0.0104 0.0067 0.0062 

 信頼係数 U※4        

 □□□□      の不確かさ（Sp）        
※1 計算コードの妥当性確認に追加した低水位相当のEALFを持つ臨界実験のベンチマーク 

※2 低水位相当のEALFを持つケースを含まない場合の値 

※3 FPを含まないウラン燃料+MOX燃料+FPを含むウラン燃料の全ケースを合わせたもの 

※4 ベンチマーク解析ケース数に対する95％信頼度・95％確率での信頼係数

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す

の
で
公

開
す
る

こ
と
は

で
き
ま

せ
ん
。
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第 6 表 高浜 1/2 号機 大規模漏えい時の未臨界性における不確定性評価結果（純水冠水時） 

 

臨界計算上の不確定性評価項目 不確定性 

計算コード

の不確定性 

平均誤差 δk 0.0007 (注1) 

95％信頼度×95％確率 εc 0.0065 (注2) 

 不確定性 入力値 (注3) 

製作公差に

基づく不確

定性 

  

ラックの内のり公差 εw 0.0023  

燃料製作公差 εr 0.0061 － 

－燃料材直径 εd (0.0014)  

－燃料材密度 εl (0.0038)  

－被覆材内径 εcr (0.0014)  

－被覆材外径 εcd (0.0032)  

－燃料体外寸 εa (0.0029)  

  ラック内燃料偏心 εf 0.0042 (注4) － 

ラックの中心間距離公差 εp 0.0036 (注5)  

統計誤差 σ 0.0005 

不確定性合計 (注6) ε 0.0115 

（注1）国際的に臨界実験データを評価収集しているOECD/NEAによるINTERNATIONAL HANDBOOK OF 

EVALUATED CRITICALITY SAFETY BENCHMARK EXPERIMENTSに登録されているウラン燃料に係る

臨界実験を対象にSCALE Ver.6.0システムのベンチマーク解析を実施して得られる加重平均

実効増倍率の平均誤差。 

（注2）上記の臨界実験を対象にSCALE Ver.6.0システムのベンチマーク解析を実施して得られる加

重平均実効増倍率の不確かさ（95％信頼度×95％確率での信頼係数を考慮）。 

（注3）正負の製作公差のうち未臨界性評価上厳しくなる側の値を入力値とした。 

（注4）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿のラック内での燃料体の偏心モデルでの＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評価結果。なお、評価結果は下表の

とおり。 

 

ラックの中心間距離公差による不確定性評価結果 

解析モデル 不確定性評価結果 

  

  

  

（注5）未臨界性評価にはラック間隔が_______    を使用する。 

（注 6）、 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第 7 表 高浜 1/2 号機 大規模漏えい時の未臨界性評価における不確定性評価結果 

（塩素を考慮するケース（旧基本ケース）、水位 1,000mm） 

臨界計算上の不確定性評価項目 不確定性 

計算コード

の不確定性 

平均誤差 δk 0.0007 

95%信頼度×95%確率 εc 0.0065 

 不確定性 入力値※1 

製作公差に

基づく不確

定性 

  

ラックセルの内のり公差 εw 0.0016  

燃料製作公差 εr 0.0044 － 

－燃料材直径 εd ( 0.0014 )  

－燃料材密度 εl ( 0.0025 )  

－被覆材内径 εcr ( 0.0015 )  

－被覆材外径 εcd ( 0.0026 )  

－燃料体外寸 εa ( 0.0014 )  

 
ラックセル内燃料偏心 εf 0.0039※2 － 

ラックセルの中心間距離

公差 
εp 0.0035  

統計誤差 σ 0.0005 － 

不確定性合計※3 ε 0.0104 

※1 正負の製作公差のうち未臨界性評価上厳しくなる側の値を入力値とした。 

※2 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ のラックセル内での燃料体の偏心モデルでの＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評価結果。なお、評価結果は下表

のとおり。 

ラックセル内燃料偏心による不確定性評価結果 

解析モデル 不確定性評価結果 

  

  

  

 

※3 、 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第 8 表  高浜 1/2 号機 大規模漏えい時の未臨界性評価における不確定性評価結果 
（塩素を除いたケース（新基本ケース）、水位 200mm） 

臨界計算上の不確定性評価項目 不確定性 

計算コード

の不確定性 
平均誤差 δk 0.0007 

95%信頼度×95%確率 εc 0.0065 

 不確定性 入力値※1 

製作公差に

基づく不確

定性 

  

ラックセルの内のり公差 εw 0.0012  

燃料製作公差 εr 0.0066 － 

－燃料材直径 εd ( 0.0012 )  

－燃料材密度 εl ( 0.0017 )  

－被覆材内径 εcr ( 0.0018 )  

－被覆材外径 εcd ( 0.0058 )  

－燃料体外寸 εa ( 0.0017 )  

 
ラックセル内燃料偏心 εf 0.0021※2 － 

ラックセルの中心間距離

公差 
εp 0.0037  

統計誤差 σ 0.0004 － 

不確定性合計※3 ε 0.0111 

※1 正負の製作公差のうち未臨界性評価上厳しくなる側の値を入力値とした。 
※2 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿のラックセル内での燃料体の偏心モデルで＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の評価結果。なお、評価結果は下表の

とおり。 

ラックセル内燃料偏心による不確定性評価結果 
解析モデル 不確定性評価結果 

  
  
  

 

※3 、 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第1図 本評価体系における液相部高さとEALFの関係 

 

 

 

第2図 妥当性確認に用いたベンチマーク実験のEALFとC/Eの関係 

ケース数  

平均 C/E  

最大 C/E  

最小 C/E  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第 3 図 実効増倍率評価結果※ 

※不確定性を含まない値 

 

 

第 4 図 各ケース実効増倍率評価結果※ 

※不確定性を含まない値 
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0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

実
効
増
倍
率
［
－
］

水位［mm］

基本ケース
感度解析ケース①
感度解析ケース②（4×4）
感度解析ケース③
感度解析ケース④
(参考)気相部が飽和蒸気のみ

0.947
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第5図 不確定性の算出に用いたベンチマーク実験のEALFと C/Eの関係 

 

 

 

ケース数  

平均 C/E  

最大 C/E  

最小 C/E  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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別
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（参考） ベンチマークの体系詳細（ウラン燃料（FPなし））（1/10） 

項目 単位   

燃料貯蔵設備及び燃料仕様

のパラメータ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 wt％   1.6 4.8 

燃料材径 mm   8.19 9.29 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－   1.88 2.00 

被覆管外径 mm   9.5 10.72 

被覆材材質 －   ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm   12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －   正方配列 

体系条件 －   燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －   無／軽水 

水位 mm   完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 －   軽水／コンクリート 

EALF eV   0.2～約50eV※ 

解
析
ケ
ー
ス 

実験ケース数 －   － 

解析ケース数 －   － 

実験施設 －   － 

※本評価体系における水位 0mm での値  

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPなし））（2/10） 

項目   

実験体系   

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
  

  

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPなし））（3/10） 

項目 単位   

燃料貯蔵設備及び燃料仕様

のパラメータ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 wt％   1.6 4.8 

燃料材径 mm   8.19 9.29 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－   1.88 2.00 

被覆管外径 mm   9.5 10.72 

被覆材材質 －   ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm   12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －   正方配列 

体系条件 －   燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －   無／軽水 

水位 mm   完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 －   軽水／コンクリート 

EALF eV   0.2～約50eV※ 

解
析
ケ
ー
ス 

実験ケース数 －   － 

解析ケース数 －   － 

実験施設 －   － 

※本評価体系における水位 0mm での値  

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPなし））（4/10） 

項目   

実験体系   

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
  

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPなし））（5/10） 

項目 単位   

燃料貯蔵設備及び燃料仕様

のパラメータ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 wt％   1.6 4.8 

燃料材径 mm   8.19 9.29 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－ 

  
1.88 2.00 

被覆管外径 mm   9.5 10.72 

被覆材材質 －   ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm   12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －   正方配列 

体系条件 －   燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －   無／軽水 

水位 mm   完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 － 

  

軽水／コンクリート 

EALF eV   0.2～約50eV※ 

解
析
ケ
ー
ス 

実験ケース数 －   － 

解析ケース数 －   － 

実験施設 －   － 

※本評価体系における水位 0mm での値  

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPなし））（6/10） 

項目   

実験体系   

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
  

 
  

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPなし））（7/10） 

項目 単位   

燃料貯蔵設備及び燃料仕様

のパラメータ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 wt％   1.6 4.8 

燃料材径 mm   8.19 9.29 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－   1.88 2.00 

被覆管外径 mm   9.5 10.72 

被覆材材質 －   ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm   12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －   正方配列 

体系条件 －   燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －   無／軽水 

水位 mm   完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 －   軽水／コンクリート 

EALF eV   0.2～約50eV※ 

解
析
ケ
ー
ス 

実験ケース数 －   － 

解析ケース数 －   － 

実験施設 －   － 

※本評価体系における水位0mmでの値  

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPなし））（8/10） 

項目   

実験体系   

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
  

  

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPなし））（9/10） 

項目 単位   

燃料貯蔵設備及び燃料

仕様のパラメータ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 wt％   1.6 4.8 

燃料材径 mm   8.19 9.29 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－   1.88 2.00 

被覆管外径 mm   9.5 10.72 

被覆材材質 －   ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm   12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －   正方配列 

体系条件 －   燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －   無／軽水 

水位 mm   完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 －   軽水／コンクリート 

EALF eV   0.2～約50eV※１ 

解
析
ケ
ー

実験ケース数 －   － 

解析ケース数 －   － 

実験施設 －   － 

※1 本評価体系における水位 0mm での値 

※2 第 4 表に示すケースを含む  

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項
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す
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と
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPなし））（10/10） 

項目   

実験体系  

 

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
 

 

  

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
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す
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と
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（参考） ベンチマークの詳細体系（MOX燃料（FPなし））（1/2） 

項目 単位  

燃料貯蔵設備及び燃料仕様のパラメー

タ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 wt％  1.6 4.8 

Pu含有率 wt％  5.5 10.9 

燃料材径 mm  8.19 9.29 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－  1.88 2.00 

被覆管外径 mm  9.5 10.72 

被覆材材質 －  ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm  12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －  正方配列 

体系条件 －  燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －  無／軽水 

水位 mm  完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 －  軽水／コンクリート 

EALF eV  0.2～約50eV※ 

解
析
ケ
ー
ス 

実験ケース数 －  － 

解析ケース数 －  － 

実験施設 －  － 

※本評価体系における水位 0mm での値  

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
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（参考） ベンチマークの詳細体系（MOX燃料（FPなし））（2/2） 

項目  

実験体系  

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
 

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で
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す
る
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と

は
で
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPあり））（1/3） 

項目 単位    

燃料貯蔵設備及び燃料仕様の

パラメータ範囲 

MIN MAX 

燃
料 

235U濃縮度 WT％    1.6 4.8 

燃料材径 mm    8.19 9.29 

燃料体内の減速材 

体積／燃料体積 
－    1.88 2.00 

被覆管外径 mm    9.5 10.72 

被覆材材質 －    ジルコニウム合金 

燃料要素ピッチ mm    12.6 14.3 

燃料要素配列条件 －    正方配列 

体系条件 －    燃料体配列体系 

減
速
材 

減速材 －    無／軽水 

水位 mm    完全喪失／冠水 

反
射
体 

反射体材質 －    軽水／コンクリート 

 
  

枠
囲
み
の

範
囲
は

機
密
に

係
る
事

項
で
す

の
で
公

開
す
る

こ
と
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で
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPあり））（2/3） 

項
目 

単位    

燃料貯蔵設備及び燃料仕様の

パラメータ範囲 

MIN MAX 

EALF eV    0.2～約50eV※ 

中
性
子
吸
収
材 

FP（中性子吸収体） 

核種／元素 
－      収率曲線に応じた核種 

中性子吸収体性状 －    固体／液体／気体 

解
析
ケ
ー
ス 

実験ケース数 －    － 

解析ケース数 －    － 

実験施設 －    － 

※本評価体系における水位0mmでの値 
  

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す

の
で
公

開
す
る

こ
と
は

で
き
ま

せ
ん
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（参考） ベンチマークの詳細体系（ウラン燃料（FPあり））（3/3） 

項目    

実験体系    

ベンチマーク 

解析結果 

SCALE Ver.6.0による 

C/Eの平均、σ 
   

枠
囲
み
の

範
囲
は

機
密
に

係
る
事

項
で
す

の
で
公

開
す
る

こ
と
は

で
き
ま

せ
ん
。
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実運用において領域管理を取り除くことによる効果 

 

1．はじめに 

SFP用中性子吸収体を考慮した3領域管理がある場合と、配置制限がない場合それぞれについて、

燃料等の取り扱い回数（所要ステップ数）がどの程度低減できるか等を確認する。 

 

2．所要ステップ数削減効果の確認 

第1図及び第2図に示すシミュレーションにより、領域管理を取り除くことで照射燃料の取り扱

い及び内挿物入れ替えの回数を大幅に低減でき、第1表のとおり1定検当たりの燃料等の総取扱回

数が大幅に低減されることを確認した。なお、シミュレーションにおいて既工事計画の初期状態

としては、領域Aに空きラックが無い状況を想定した。 

 

 

第1図 新燃料沈め込み作業における所要ステップ数比較 

 

参考資料１ 



2 

 

 

第2図 内挿物交換作業における所要ステップ数比較 

 

第1表 配置制限の有無による1定検当たり総取扱回数の違い 

 

 



 

3 

3．領域管理を取り除くことによるメリット 

領域管理を取り除き、所要ステップ数を大幅に削減することで、以下の運用管理上のメリット

が期待できる。 

 

 

 

以 上

※1 シミュレーション結果を踏まえ設定 

※2 15 分
(*1)

/体×157 体÷60 分     

       ×0.003mSv/h
(*2)

×1 人 

    ≒0.1 人・mSv 

※3 7 分
(*3)

/体×157 体÷60 分 

        ×0.003mSv/h
(*2)

×1 人 

    ≒0.07 人・mSv 

(*1) 至近定検における燃料取扱作業 

   時間（実績）の平均値 

(*2) 作業時の環境サーベィ結果の平均値 
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内挿物の保管状況及び概要 

第1表 高浜１，２号機 SFP内における内挿物等の保管状況※ 

項目 高浜１号機 高浜２号機 

配置図 

 

 

  【燃焼度（BU)凡例】 0：BU<10、 10：10≦BU<20、 20：20≦BU<30、 30：30≦BU<40、 40：40≦BU（GWd/t） 
  【内挿物凡例】 □：プラギングデバイス、 〇：制御棒クラスタ、 △：バーナブルポイズン 

燃料集合体 
(うち Gd 入り 

燃料集合体) 
299 体（196 体） 258 体（133 体） 

燃焼度(GWd/t)別内訳 BU<10 
56 体 

10≦BU<20 

58 体 
20≦BU<30  

26 体 
30≦BU<40  
119 体 

40<BU  
40 体 

BU<10 
44 体 

10≦BU<20  
45 体 

20≦BU<30  
39 体 

30≦BU<40  
87 体 

40<BU  
43 体 

プラギングデバイス 164 体 120 体 

制御棒クラスタ 114 体 113 体 

バーナブルポイズン 8 体 16 体 
※2022年12月現在 

参考資料２ 
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第2表 内挿物の概要 

燃料集合体 内挿物 

    

約 4m 

約 21cm 

約 4m 

約 15cm 

約 4m 

バ
ー
ナ
ブ
ル
ポ
イ
ズ
ン 

約 15cm 

プラギングデバイス 

約 27cm 

約 15cm 

制
御
棒
ク
ラ
ス
タ 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

＜核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設＞ 

【本文 要目表】 

①記載なし 

 

【本文 基本設計方針】 

・以下、関係箇所の抜粋 

『２．燃料貯蔵設備 

～略～ 

また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいにより使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する場合に、臨

界にならないよう配慮したラック形状、燃料配置及び②制御棒クラスタ若しくは使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体（以下「使用済燃料ピット用中性子

吸収体」という。）配置において貯蔵領域を設定することにより、スプレイや蒸気条件においても臨界を防止する設計とする。 

貯蔵領域は以下の方針に基づき、外周領域、中間領域及び中央領域を設計する。 

・領域の数を可能な限り少なくする。 

・低燃焼度の燃料を貯蔵する領域では、使用済燃料ピット用中性子吸収体の挿入なしで炉心から取り出した燃料が貯蔵できる容量を確保する。 

・貯蔵領域において、最も反応度の高い燃料体等が当該領域の全てのラックに貯蔵された状態で未臨界を維持する。 

使用済燃料ラックは全 424 ラックで構成されており、長辺方向に 27 ラック、短辺方向に 17 ラックの長方形の配置から、キャナル入口側の角部（長辺方

向に 7ラック、短辺方向に 5ラックの長方形）を切り欠いた配置形状である。 

外周領域は、長辺方向に 27 ラック、短辺方向に 17 ラックの長方形の最外周 1 列から切り欠き部（長辺方向に 7 ラック、短辺方向に 5 ラック）を除いた

73 ラックとする。また、中間領域は外周領域のラック配置から内側に長辺方向列は 2 列、短辺方向列は 1 列として、さらにラック配置の切り欠き部の外周

2列を加えた計 126 ラックとする。残りの 225 ラックを中央領域とする。 

各領域には、“初期濃縮度約 4.6wt%、使用済燃料ピット用中性子吸収体なし”の条件下で“外周領域：0GWd/t 以上、中間領域：20GWd/t 以上、中央領域：

50GWd/t 以上”、“初期濃縮度約 4.6wt%、使用済燃料ピット用中性子吸収体あり”の条件下で“外周領域：0GWd/t 以上、中間領域：0GWd/t 以上、中央領域：

15GWd/t 以上”、“初期濃縮度約 4.0wt%、使用済燃料ピット用中性子吸収体なし”の条件下で“外周領域：0GWd/t 以上、中間領域： 15GWd/t 以上、中央領

域：45GWd/t 以上”、“初期濃縮度約 4.0wt%、使用済燃料ピット用中性子吸収体あり”の条件下で“外周領域：0GWd/t 以上、中間領域：0GWd/t 以上、中央

領域：10GWd/t 以上”を貯蔵する設計とする。 

③燃料体等又は使用済燃料ピット用中性子吸収体の移動に際しては、未臨界が維持できることをあらかじめ確認している配置に基づき移動することを保

安規定に定めて、臨界を防止できるよう管理する。 

④使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体は、20 本の中性子吸収棒をクラスタ状にし、これを燃料集合体内の制御棒案内シンブルに挿入する。各中性子

吸収棒は、中性子吸収材をステンレス鋼管に入れた構造で、制御棒クラスタと同様に中性子吸収材の材料に銀－インジウム－カドミウム合金を使用し、外径

を 11.2mm、被覆管厚さを 0.5mm とする。クラスタ全長は 3,938mm 及びクラスタ有効長さは 3,607mm とし、クラスタたて及び横の長さは共に 155.7mm とする。 

⑤使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体は、使用済燃料ピットにおける圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、耐放射線性、寸法

安定性、耐熱性、核性質、耐食性及び化学的安定性を保持する設計とする。 

また、流路孔を有し、制御棒クラスタより軽量とすることで、燃料体等の冷却性、使用済燃料ピットラック及び使用済燃料ピットクレーンの耐震性並びに

使用済燃料ピットへの波及的影響の観点から、悪影響を及ぼさない設計とする。』 

 

 

＜核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設＞ 

【本文 要目表】 

①核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（以下、「核燃施設」とい

う）としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収

棒集合体（以下「使用済燃料ピット用中性子吸収体」という。）

については、実用炉規則の別表第二（以下、別表第二）におい

て、記載要求がないことから、記載しなかった。 

 

【本文 基本設計方針】 

②左記下線部の記載のうち制御棒クラスタについては、兼用・兼

用以外といった区分けは行わず、また、燃料の貯蔵状況によりそ

の必要数が変化することから、設置許可に記載している貯蔵容量

の範囲内（約 420 体以下）で使用する意図で単に「制御棒クラス

タ」という記載を行っており、計測制御系統施設と兼用である４

８体に限定することなく、それ以上に使用することを意図してい

た。 

なお、再稼働時の原子力規制庁殿とのヒアリング（２０１６年

３月１８日）において、使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体

に対する記載について、「最大値として全ラック数である「424 体

以下」と書くことはできるが、具体的な数値は貯蔵状況により領

域管理の運用の中で決まってくる数であるため記載できない」旨

をご説明していることから、それと同様に、核燃施設として使用

する制御棒クラスタについても具体的な体数を記載しなかった。 

 

 

③保安規定に定めて管理することで運用の中で未臨界維持を管理

することを明確にしていた。 

④使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体の仕様については、①

の理由から要目表へ記載しなかったが、新規の設備であるため基

本設計方針及び添付資料 19 の中で記載している。一方で、制御棒

クラスタの仕様については、⑥の理由により計測制御系統施設の

要目表の中で核燃施設と兼用する旨を記載することで、従前より

使用している制御棒クラスタと同一仕様であることを示していた

ため、基本設計方針及び添付資料 19では記載しなかった。 

⑤使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体については、新規制基

準に適合するための新規の設備であるため、健全性等について基

参考資料３ 表 使用済燃料ピット用中性子吸収体に係る既工事計画申請時の記載及び考え方の整理 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

 

 

 

 

 

＜計測制御系統施設＞ 

【本文 要目表】 

⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設計方針及び添付資料 19 の中で記載していた。一方で、制御棒

クラスタについては、新規の設備ではなかったため、使用済燃料

ピット用中性子吸収棒集合体と同じ箇所には記載しておらず、補

足説明資料の中で記載していた。 

 

＜計測制御系統施設＞ 

【本文 要目表】 

⑥変更後の「制御棒」へ注記を追記することで、従来から計測制

御系統施設として使用している制御棒クラスタを核燃施設として

兼用することを明確にしていた。 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

【本文 基本設計方針】 

⑦記載なし 

 

 

 

＜添付資料＞ 

【資料１ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書】 

⑧ 

 

 

【本文 基本設計方針】 

⑦核燃施設と兼用となったことについて、計測制御系統施設とし

ての制御棒クラスタの基本設計方針には影響しないため記載しな

かった。 

 

＜添付資料＞ 

【資料１】 

⑧設置許可申請においては、本文五号及び添付書類八に「～臨界

にならないよう配慮したラック形状、燃料配置及び制御棒クラス

タと同等の反応度抑制効果を有する中性子吸収体配置においてス

プレイや蒸気条件においても臨界を防止する設計とする。」と記載

しており、既工認においても同様の記載があった。 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨添付資料八「使用済燃料ピット用中性子吸収体 a.制御棒クラ

スタ」として、「クラスタの数 約４２０以下」と記載している。

これは、使用済燃料ラックの貯蔵容量をベースに、制御棒クラス

タの最大使用可能数が約４２０体であることを表しているが、使

用済燃料ラックの貯蔵容量以下であることは自明であることから

既工認に同様の記載はしていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

【資料２ 耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書（自然現象への配慮に関する説明を含む。）】 

【資料３ 取水口及び放水口に関する説明書】 

【資料４ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】 

【資料５ クラス１機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書】 

【資料６ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】 

⑩記載なし 

 

 

 

 

 

 

【資料７ 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

【資料８ 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書】 

【資料９ 発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書】 

【資料１０ 通信連絡設備に関する説明書】 

【資料１１ 安全避難通路に関する説明書】 

【資料１２ 非常用照明に関する説明書】 

【資料１３ 耐震性に関する説明書】 

⑪計測制御系統施設としての制御棒クラスタについて資料13-17-4-2「制御棒クラスタの耐震計算書（挿入時間を含む）」に記載しているが、核燃施設として

の制御棒クラスタについて記載なし。また、使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体については、資料13-17-2-9「使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体

の耐震計算書」に記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料１４ 強度に関する説明書】 

【資料１５ 原子炉本体の基礎に関する説明書】 

【資料１６ 原子炉容器の脆性破壊防止に関する説明書】 

【資料１７ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書】 

【資料１８ 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】 

【資料２】対象設備に関係するものでないことから不要。 

【資料３】同上。 

【資料４】同上。 

【資料５】同上。 

【資料６】 

⑩「添付資料１９ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃

料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書に

かかる補足説明資料 使用済燃料貯蔵設備の補足説明について」

の「４．使用済燃料ピット用中性子吸収体の取り扱いについて」

の表１に、制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒

集合体について記載していることから、臨界防止の管理に係る記

載しなかった。 

【資料７】対象設備に関係するものでないことから不要。 

【資料８】同上。 

【資料９】同上。 

【資料１０】同上。 

【資料１１】同上。 

【資料１２】同上。 

【資料１３】 

⑪計測制御系統施設としての制御棒クラスタについては、資料

13-17-4-2「制御棒クラスタの耐震計算書（挿入時間を含む）」に

て耐震評価を行っており、新規の設備でないことから「添付資料

１９ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の

核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書にかかる補足説

明資料 使用済燃料貯蔵設備の補足説明について」の「４．使用

済燃料ピット用中性子吸収体の取り扱いについて」の表１にて確

認しており、核燃施設としては、計測制御系統施設としての制御

棒クラスタの評価に包絡されていることを確認している。また、

使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体については、新規の設備

であることから、資料 13-17-2-9「使用済燃料ピット用中性子吸

収棒集合体の耐震計算書」にて確認している。 

【資料１４】対象設備に関係するものでないことから不要。 

【資料１５】同上。 

【資料１６】同上。 

【資料１７】同上。 

【資料１８】同上。 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

【添付資料１９ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書】 

（別添１ 領域管理の設定に対する考え方） 

・以下、関係箇所の抜粋 

『高浜１号機使用済燃料ピットでは、大規模漏えい時の未臨界性評価に用いた解析体系（以下、「本体系」という。）に基づき設定した領域に従い、初期濃

縮度、燃焼度及び使用済燃料ピット用中性子吸収体の有無に応じて貯蔵する燃料を管理することとしている。領域別の貯蔵可能な燃料体条件を第 1-1 図に

示す。⑫本資料では、領域管理による燃料運用の成立性について説明する。』 

 

『各領域への燃料貯蔵の可否を判断する際には、必要に応じて使用済燃料ピット用中性子吸収体の反応度抑制効果を考慮する。仮に高浜発電所１号機の使

用済燃料貯蔵ピットにおいて、全燃料集合体に使用済燃料ピット用中性子吸収体を考慮した場合、領域 A、Bには燃焼度 0GWd/t 以上の燃料が、領域 Cに

は、燃焼度 15GWd/t 以上の燃料（55GWd/t 燃料の場合）が貯蔵可能となり、その燃料貯蔵容量の累積値は最大で第 1-3 図の青色の線となる。⑬実運用上

は、青色の線の範囲内で貯蔵燃料体数に応じて必要となる体数の使用済燃料ピット用中性子吸収体を使用する。 

第 1-3 図中の緑色の線は、⑭現在時点（第 28 サイクル装荷前）で使用済燃料ピットに貯蔵されている制御棒クラスタ（高浜１号機：114 体）を考慮した

場合の各燃焼度の燃料体に対する貯蔵可能体数の例を示している。第 28サイクル装荷前では、緑色の線が各プロット点を上回っており、すべての燃料体

が使用済燃料ピットに貯蔵可能と判断できる。』 

 

（別添３ 使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に関する説明書） 

・以下、関係箇所の抜粋 

『使用済燃料ピット（以下「SFP」という。）用の中性子吸収棒集合体（以下「SFP 用中性子吸収棒集合体」という。）は、SFP 水の大規模漏えい時における

未臨界性を確保するために、制御棒クラスタ（以下「RCC」という。）と同等の中性子吸収能力を有する機器として、SFP 内で用いることを想定している。 

⑮本資料は、SFP 用中性子吸収棒集合体の概要及び健全性を説明するとともに、SFP 用中性子吸収棒集合体を用いることによる冷却性、他設備の耐震性等

について、それぞれの設備の設計や要求機能への影響が問題ないことを説明するものである。』 

⑯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料１９】 

 

 

 

 

⑫領域管理による燃料運用の成立性を確認している。 

 

 

 

⑬使用済燃料ピット用中性子吸収体の体数は、貯蔵燃料体数に応

じて必要となる体数を使用する旨記載している。 

⑭⑫の成立性の確認においては、申請時点で 1号機の使用済燃料

ピットに貯蔵されている制御棒クラスタ 114 体を用いて、その時

点でのすべての燃料体が使用済燃料ピットに貯蔵可能であること

を確認し、領域管理を実践した場合の貯蔵可能体数の例として示

している。 

 

 

 

⑮使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体の健全性等について説

明している。使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体については、

新規制基準に適合するための新規の設備であるために、健全性等

について添付資料 19 の中で記載していた。一方で、制御棒クラス

タについては、新規の設備ではなかったため、使用済燃料ピット

用中性子吸収棒集合体と同じ箇所には記載しておらず、補足説明

資料の中で記載していた。 

 

⑯③と同じ考え方に基づき、使用済燃料ピット用中性子吸収棒集

合体の仕様を記載し、その中で、最大貯蔵可能数（424）以下と記

載していた。一方で、制御棒クラスタについては、上記のとおり

計測制御系統施設の要目表で核燃施設と兼用している 48 体の記

載があり、さらに、⑭の添付資料 19で例として示している領域管

理の実機適用性確認の前提条件として申請時点でピットに貯蔵さ

れている制御棒クラスタ 114 体の記載がある。 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

【添付資料１９ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書にかかる補足説明資料】 

（4. 使用済燃料ピット用中性子吸収体の取り扱いについて） 

・以下、関係箇所の抜粋 

 

『（2）設備分類について 

⑰SFP 大規模漏えい時の臨界防止については、貯蔵する燃料の初期濃縮度、燃焼度及び SFP 用中性子吸収体の有無の条件による貯蔵領域を設定し、燃料

体等及び SFP 用中性子吸収体の配置管理を行うことにより未臨界性を維持する設計としており、SFP 用中性子吸収体は重大事故等発生（SA）時の対処設備

として SA 設備に分類する。（表-1 参照）』 

 

 

【添付資料１９ 補足説明資料】 

 

 

 

 

 

⑰使用済燃料ピット用中性子吸収体は重大事故等発生（SA）時の

対処設備として SA 設備に分類することを記載し、表-1にて要求

機能に対して整理している。使用済燃料ピット用中性子吸収棒集

合体については、既存設備である計測制御系統施設としての制御

棒クラスタとの比較により評価しており、また制御棒クラスタに

対しても設計・仕様は同一であり SFP で使用することを踏まえて

同様に評価している。 

なお、表１の左列の要求事項について、「実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の要求

事項となっているが、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則」の要求事項と同じである。 
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既工認における核燃施設としての制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体に係る記載 既工認申請時の考え方 

『（4）工事計画認可申請書における整理 

⑱制御棒クラスタ及び SFP 用中性子吸収棒集合体は、「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」においては、別表第二で要求されている設備ではなく要目

表には記載すべき箇所がないため、基本設計方針にその設計方針を記載する。 

また、⑲SFP 用中性子吸収棒集合体については、新規制基準に適合するための新規の設備であるために、機械的強度、耐震性及び他設備への影響等につ

いて添付資料 19 の中で記載する。なお、⑳制御棒クラスタについては「計測制御系統施設」に該当する設備であるため、兼用する旨のみ記載する。』 

 

 

 

【資料２０ 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の燃料集合体の落下防止に関する説明書】 

【資料２１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書】 

【資料２２ 使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に関する説明書】 

【資料２３ 原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】 

【資料２４ 蒸気発生器の基礎に関する説明書】 

【資料２５ 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書】 

【資料２６ 非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書】 

【資料２７ 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書】 

【資料２８ 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】 

【資料２９ 工学的安全施設等の起動（作動）信号の設定値の根拠に関する説明書】 

【資料３０ 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書】 

【資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書】 

【資料３２ 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】 

【資料３３ 管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明書】 

【資料３４ 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書】 

【資料３５ 中央制御室の居住性に関する説明書】 

【資料３６ 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書】 

【資料３７ 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書】 

【資料３８ 原子炉格納施設の基礎に関する説明書】 

【資料３９ 圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書】 

【資料４０ 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書】 

【資料４１ 常用電源設備の健全性に関する説明書】 

【資料４２ 斜面安定性に関する説明書】 

【資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書】 

【資料４４ 緊急時対策所の居住性に関する説明書】 

【資料４５ 制御能力についての計算書】 

【資料４６ 原子炉非常停止信号の設定値の根拠に関する説明書】 

【資料４７ デジタル制御方式を使用する安全保護系等の適用に関する説明書】 

 

⑱①の考え方に基づき記載していることを説明していた。 

⑲⑤の考え方に基づき記載していることを説明していた。 

⑳⑥の考え方のとおり、制御棒クラスタは「計測制御系統施設」

としての設備仕様の記載がもともと要目表にあることから、添付

資料 19 の中で新たに記載するのではなく、「計測制御系統施設」

の要目表の中で兼用である旨を記載することで核燃施設としての

制御棒クラスタの設備仕様も同じであることを意図していた。 

【資料２０】対象設備に関係するものでないことから不要。 

【資料２１】同上。 

【資料２２】同上。 

【資料２３】同上。 

【資料２４】同上。 

【資料２５】同上。 

【資料２６】同上。 

【資料２７】同上。 

【資料２８】同上。 

【資料２９】同上。 

【資料３０】同上。 

【資料３１】同上。 

【資料３２】同上。 

【資料３３】同上。 

【資料３４】同上。 

【資料３５】同上。 

【資料３６】同上。 

【資料３７】同上。 

【資料３８】同上。 

【資料３９】同上。 

【資料４０】同上。 

【資料４１】同上。 

【資料４２】同上。 

【資料４３】同上。 

【資料４４】同上。 

【資料４５】同上。 

【資料４６】同上。 

【資料４７】同上。 

 


